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開議　午前　９時５９分
　　　　◎開議宣告
〇議長　北谷文夫君　おはようございます。休会中の本会議を再開します。
　本日の会議を開きます。
　本日の会議に欠席の届け出のあった方を事務局長に報告させます。
　事務局長。
〇議会事務局長　角丸誠一君　本日の会議に欠席と届け出のありました議員は、矢野裕司議員であります。
〇議長　北谷文夫君　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　直ちに議事に入ります。

　　　　◎日程第１　議案第１号　平成１９年度砂川市一般会計補正予算　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２号　平成１９年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算　
　　　　　　　　　　議案第３号　平成１９年度砂川市下水道事業特別会計補正予算　　
　　　　　　　　　　議案第４号　平成１９年度砂川市老人医療事業特別会計補正予算　
　　　　　　　　　　議案第５号　平成１９年度砂川市介護保険特別会計補正予算　　　
　　　　　　　　　　議案第６号　平成１９年度砂川市病院事業会計補正予算　　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第１、議案第１号　平成１９年度砂川市一般会計補正予算、議案第２号　平成１９年度砂
川市国民健康保険特別会計補正予算、議案第３号　平成１９年度砂川市下水道事業特別会計補正予算、議案第４号　
平成１９年度砂川市老人医療事業特別会計補正予算、議案第５号　平成１９年度砂川市介護保険特別会計補正予算、
議案第６号　平成１９年度砂川市病院事業会計補正予算の６件を一括議題といたします。
　第１予算審査特別委員長の報告を求めます。
　第１予算審査特別委員長。
〇第１予算審査特別委員長　中江清美君　（登壇）　第１予算審査特別委員会に付託されました各議案に対する審査
の結果についてご報告申し上げます。
　３月１０日に委員会を開催し、委員長に私中江、副委員長に一ノ瀬弘昭委員が選出され、各議案について慎重に審
査した結果、議案第１号から議案第６号までの平成１９年度一般会計、特別会計、事業会計の６会計補正予算は、簡
易による採決の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上で報告を終わります。
〇議長　北谷文夫君　これより第１予算審査特別委員長の報告に対する一括質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで第１予算審査特別委員長の報告に対する質疑を終わります。
　続いて、討論に入ります。
　討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第１号から第６号までを一括採決します。
　本案を、第１予算審査特別委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、第１予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。

　　　　◎日程第２　市政執行方針
〇議長　北谷文夫君　日程第２、市政執行方針の説明を求めます。
　市長。
〇市長  菊谷勝利君  （登壇）　おはようございます。平成２０年第１回市議会定例会の開会にあたりまして、市政
執行について、私の所信を申し上げたいと存じます。
　本年は、７月１日に市制施行５０周年を迎える記念すべき年であります。昭和３３年の市制施行以来５０年にわた
り、幾多の苦難を乗り越えながら、今日まで、着実に発展を続けることができましたのも、多くの先人達のたゆまぬ
努力と創造的な英知によるものと、あらためて心から敬意と感謝の意を表するとともに、今後におきましても、市民
の皆さんの望むまちづくりを進め、市政の発展に全力を傾ける所存であります。
　私は、昨年４月の市長選挙において、市民の皆さんのご支援をいただき、市長として３期目の重責を担うことにな
りました。振り返りますと、平成１１年の市長就任以来、我がまちが、厳しい財政状況にあることを踏まえ、持続可
能な財政基盤を確立するために、行財政改革に取り組むこととし、まず、後世に過度の負担を残さないように「公債
費負担適正化計画」の策定を行い、起債残高の縮減に努めるとともに、事務事業の見直し、建設事業の抑制などを進
めてまいりました。
　そのような状況のなか、将来に向けたまちづくりの指針を示すため、平成１３年度を初年度として、「砂川市第５
期総合計画」を策定いたしました。めざす都市像は「安らぎと活力にみちた快適環境都市」と掲げたこの計画も、す
でに第３次実施４カ年計画に進んでおりますが、目的の達成に向け、着実に取り組むことができていますのも、議員
各位並びに市民の皆さんのご理解とご協力によるものと感謝し、厚くお礼を申し上げるしだいであります。
　さて、今日のわが国の経済状況を見ますと、景気は依然として弱さが見られるものの、回復傾向とされています
が、しかし、これは、大都市圏を中心としたものであり、「実感なき景気回復」とも言われ続けられるなか、急激な
原油高騰に伴う石油製品、生活用品の値上げなど、物価の上昇も顕著であり、今後の見通しは、不透明な状況になっ
てきているものと考えております。
　また、北海道の経済は、公共事業の減少傾向が続くなど、改善の動きに足踏み感がみられ、雇用情勢も横ばい傾向
であり、依然として厳しい状況が続くものと考えております。
　このようななか、地方の財政状況は、平成１６年度から進められた三位一体の改革により、地方交付税５兆１千億
円の削減が行われ、税源移譲による税収が伸びない地方の自治体は、行財政改革を進めて歳出の削減を行っても、依
然として厳しい財政状況が続くなど、景気の回復に伴って、税収が好調な都市との財政力の格差が拡大しておりま
す。
　このため、地方自治体の財政運営の指針である、平成２０年度の地方財政計画では、平成１５年度以降、減縮が続
いている地方交付税に、都市と地方の税収格差を是正するため新たな施策として、「地方再生対策費」が創設されま
した。しかし、地方交付税の総額は、わずか２千億円の増加にとどまっており、歳出・歳入一体改革を進め、平成２
３年度に国・地方の基礎的収支を黒字化するという、国の考え方は変わりはないことから、今後におきましても、不
透明な状況が続くものと考えております。
　さらに、地方自治体の財政破たんを未然に防ぐために、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定さ
れ、地方自治体の財政状況を明らかにするための健全化判断比率として、４つの指標が示されました。
　一般会計のみならず、特別会計、公営企業会計、一部事務組合及び土地開発公社なども対象として、財政健全化団
体、財政再建団体となる基準が規定されましたので、この指標が適用となる平成２０年度決算を見据え、適切な財政



運営を行うことが必要とされたところであります。
　北海道におきましても、平成１８年２月に、推進期間を１０年間とする「新たな行財政改革の取組」を策定をし、
持続可能な行財政構造を確立する取り組みを進めてきましたが、収支不足の拡大も見込まれることから、更なる取り
組みとして、人件費及び公共事業の削減などを予定しており、本市における影響も懸念されるところであります。
　本市においても、三位一体改革による、国庫補助金、地方交付税の削減などの影響により歳入が減少したため、基
金を取り崩しながら財政運営を続けてまいりましたが、基金残高の減少など今後の見通しが厳しい状況にあることか
ら、再び行財政改革に取り組むことにいたしました。昨年、「砂川市行財政改革推進委員会」において、行政の事務
・施策の全般にわたり、ご議論をいただき、人件費の削減、事務事業の見直しのほか、軽自動車税の税率引き上げな
どをまとめた「行財政改革に関する答申書」が提出されました。この答申に基づき、市議会におきましてご審議をい
ただき、一部を除き平成２０年度から実施することになりましたが、今後におきましても、社会経済の変化に対応し
た、簡素で効率的な行政の確立に向けて、努めてまいる所存であります。
　ここで、市町村合併問題について申し上げます。
　市町村合併は、地方分権の推進、人口減少と少子高齢化、人々の日常生活圏の拡大及び国・地方の厳しい財政状況
などを背景として進められ、全国では平成１１年３月末の３，２３２市町村が、平成１８年３月末に１，８２１市町
村に減少いたしましたが、北海道においては、２１２市町村が１８０市町村となるに止まったところであります。
　このようななか、新たな合併特例法、いわゆる合併新法が平成１７年４月に施行されましたが、この合併新法に基
づいて、北海道が平成１８年７月に「北海道市町村合併推進構想」を策定し、市町村間の結びつきや目標とする人口
規模をおおむね３万人程度とするなどの基準により、２市３町からなる組合せを示しました。
　このため、この組合せに基づき、「２市３町地域づくり懇談会」を設置し、２市３町が一つのまちとなった場合に
将来の展望が開けるのかどうか、財政シミュレーションを作成し、検討を進めてきたところであります。
　私は、市民の皆さんが望む、まちづくりを考えるためには、財政基盤が確立されなければならないと考えておりま
す。
　合併新法における合併の期限は、平成２２年３月末となっておりますことから、将来の財政状況などを見据えて、
単独あるいは合併のどちらかを、選択をしなければならない時期であると考えておりますので、十分に検討を進め、
この歴史的な選択について、慎重に判断してまいりたいと存じます。
　つぎに、「砂川市第５期総合計画」の重点課題の推進につきまして、平成２０年度の市政執行における、私の基本
的な考え方を申し上げます。
　はじめに、「まちなか活性化の推進」でありますが、駅東部地区の開発につきましては、拠点施設である地域交流
センターをはじめとする各施設も完成し、利用者も順調に推移しており、新たな賑わいの創出が図られてきておりま
すが、この、人の流れをいかにして商店街の活性化に結びつけるかが課題であり、商店街の魅力づくりなどが必要に
なっております。このため、「賑わいの創出」、「まちなか居住の促進」、「商店街活性化」を基本方針とする「中
心市街地活性化基本計画」を策定し、昨年８月、道内では初めて内閣総理大臣の認定を受けたところでありますの
で、基本計画の達成のため、市立病院の改築事業を契機とした、中心市街地活性化に向けた事業の支援などに取り組
んでまいります。
　ここで、残された大きな課題が、東西市街地の交通アクセスの要所であります、南１丁目線ガードの整備でありま
す。昨年から、事業実施について検討を行うための調査委託などを進め、資料を作成しておりますので、今後、事業
計画を市議会に諮問案として提出をし、実施の是非についてご論議をいただき、財政状況なども勘案しながら判断し
てまいりたいと存じます。
　つぎに、同じく重点課題である「市立病院の改築」について申し上げます。
　市立病院の改築は、市民のみならず、多くの地域住民から大きな期待を寄せられている事業であり、特に、少子高
齢化時代を迎え、市民が望む都市像は「福祉と医療が充実した都市」であることから、安心して医療を受けられる病
院にするため、市立病院改築の実現に向けて、検討を進めてきたところであります。
　市立病院の改築が完了することで、本市の平成２２年度までの重点課題が解決されることになり、その意味では、
病院改築事業が「砂川市第５期総合計画」の集大成となるものであります。
　病院改築計画の推進にあたっては、幾多な困難を乗り越え、ようやくここまで、たどり着くことができたという実
感でありますが、これもひとえに議員各位並びに市民の皆さんの深いご理解によるものであり感謝を申し上げるとこ
ろでございます。
　建設費につきましては、当初の予定より大幅に増嵩し、約１２０億円になりましたが、幸いにも、中心市街地の活
性化を目指したまちづくりを進めてきたことが功を奏し、「暮らし・にぎわい再生事業補助金」を確実に受けること
ができるほか、災害に強い、安心安全なまちづくりを推進するための「住宅・建築物耐震改修等事業補助金」も、見
込めることになったところであります。
　改築工事の予定といたしましては、５月中旬には契約ができるものと考えておりますが、病院改築事業は申し上げ
るまでもなく、今までにない超大型工事であり、地域経済の活性化にも、大きく貢献でき得るものと考えておりま
す。
　特に、本市においては、建設業に携わる方々の割合が、就業者全体の１４％程度を占めていることから、経済的な
波及効果を考えたとき、地元業界の頑張りに期待するところでございます。
　市立病院は、中心市街地の活性化をはじめ、保健・医療・福祉の充実した総合的なまちづくりを担う重要な存在で
あり、また、中空知地域の基幹病院として、一層多様化・高度化する医療需要に、適切に応えることが求められてお
りますので、平成２２年の開院に向けて、着実に進めてまいりたいと存じます。
　以下、主な施策の概要について申し上げます。
　はじめに、農林業の振興では、農政の転換期に入り混迷を深めておりますが、引き続き、中山間地域の多面的機能
の維持及び農村環境の維持増進等の地域活性化を支援するとともに、生産者や生産者団体と連携をして、米政策大綱
に基づく産地づくり対策と地域水田農業ビジョンにより、営農の定着を図ってまいります。
　また、鹿やアライグマ等による農産物被害対策につきましても継続して実施してまいりたいと思います。
　さらに、林業振興のため、新たな森林作業員就業条件整備事業による、林業の担い手の育成に取り組んでまいりま
す。
　商工業の振興では「砂川市中心市街地活性化基本計画」に基づき、市立病院の改築、駅東部地区開発などのハード
事業を核として、スイートロード事業による市内外の消費者の誘致を図るなど、ソフト事業を展開し、集客を中心市
街地へ回遊させることで、購買行動へつなげることを目指しております。
　また、砂川市土地開発公社の経営健全化に着手したことにより、道央砂川工業団地の分譲価格に検討を加えたこと
から、昨年は、企業の立地が実現いたしましたので、雇用確保や経済基盤の強化を図るため、更なる企業立地に努め
てまいります。
　労働者福祉の向上では、季節労働者の通年雇用を目的として、２市３町で設立した「砂川地域通年雇用促進協議
会」への参加を継続をし、労働者の雇用対策に取り組んでまいります。
　交通網の整備では、道路整備について、補助事業で１路線、単独事業で14路線の幹線道路及び生活道路の整備を行
うなど、未整備道路の改善を進め、生活環境の向上に努めてまいります。
　また、除排雪業務については、新たに、業務の全てを委託により実施することで、除雪体制の効率化などを図るほ
か、ロータリ除雪車の更新を行い、冬期間の安全な道路の確保に努めてまいります。



　生活環境の整備では、公営住宅の整備について、「砂川市公営住宅ストック総合活用計画」に基づき、南吉野団地
において、昨年着工の継続工事で２棟２４戸が完成し、新たに、団地内道路の改良舗装工事、駐車場造成工事の実施
により、住環境の向上を図るほか、２カ年事業でシルバーハウジングを含む１棟１４戸の建設に着手いたします。ま
た、石山団地では、建替事業に着手するために、調査・設計に取り組んでまいります。
　さらに、既設公営住宅の改修として、引き続き、宮川中央団地の手すり設置などの高齢改善工事、東町団地の排水
管改修工事と、新たに、寺町団地の屋根改修工事を実施してまいります。
　また、すながわハートフル住まいる事業の一環として、北海道が定める既存住宅耐震改修事業を活用し、既存の民
間住宅の耐震改修に対する新たな助成に取り組んでまいります。
　つぎに、下水道事業では、快適な生活環境の実現と水質保全に資するため、道路改良工事に併せて、２カ所の汚水
管整備を進めるほか、雨水流出量増大による浸水などを防止するため、石山川河川改修に併せて、雨水管整備を進め
てまいります。
　住宅の安全性の確保では、消防ポンプ車の更新を行い、消防機能の向上を図るとともに、有効な救命処置を行うた
めに、平成１８年度から公共施設・学校などに整備を進めてまいりましたＡＥＤを、当初の配置方針に基づき、６カ
所に設置してまいります。
　社会福祉の充実では、希望するすべての障害者が、地域で暮らせる社会の実現を目指し、平成１８年４月に、障害
者自立支援法が施行されたことに伴い、一部制度の見直しを行い、障害者福祉サービスを提供しているところであり
ますが、より円滑な運営を目的に「砂川市障害福祉計画」の第２期計画を策定し、障害者福祉サービスの充実を図っ
てまいります。
　保健衛生医療の向上では、住民検診として実施してまいりました基本健康診査は、平成２０年度から、生活習慣病
の要因となるメタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）の予防や、早期発見を目的とする特定健診として、各医
療保険者が実施することになりましたので、国民健康保険被保険者に対して、健診及び保健指導を行うほか、健康増
進法に基づく、がん検診、健康教育及び健康相談などを実施してまいります。
　つぎに、市立病院は、自治体病院として地域医療を担い、不足している医療に対して、積極的に取り組むととも
に、地域の医療機関や行政機関との連携を図りながら、公平・公正な医療を提供することを使命としております。
　しかしながら、現在、地域医療に従事する病院勤務医の不足や診療科の偏在、さらには、診療報酬のマイナス改定
の実施などにより、病院経営をめぐる環境は、これまで以上に厳しいものとなっております。
　また、総務省は、昨年１２月に公立病院改革ガイドラインを公表し、病院事業を設置する地方公共団体においては
平成２０年度に経営の効率化再編・ネットワーク化、経営形態の見直しを柱とした公立病院改革プランを策定すると
ともに、経営の改革に向けて、総合的に取り組むものとしております。
　地域住民が安心して医療を受けるためには、安定した経営のもと、良質な医療を継続して提供することが重要とな
ることから、医師をはじめとする医療スタッフの適正な配置に加え、経営の効率化を図っていく必要があります。
　このため医師や看護師などの充足を図るとともに、急性期入院医療における診断群分類別包括評価の対応を行って
まいります。
　また、周産期医療及び地域がん診療連携拠点病院として、高度医療に取り組む一方、地域医療機関としての機能分
担と連携を図ってまいります。具体的には、当院の医療情報と地域の医療機関の情報について、相互閲覧が可能とな
るネットワークを確立させ、地域医療連携システムの構築を図るものであります。
　このように、地域センター病院として、更なる高度医療、患者サービスを提供し、経費の節減、合理化に努め、信
頼される病院を目指してまいります。
　社会保障の充実では、平成１２年にスタートした介護保険制度は、８年を経過したところであります。平成１８年
度からは、介護保険法の改正により、新たな介護予防サービスが実施されてまいりましたが、今後におきましても、
高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で、在宅生活が続けられるように、また、生活機能の維持・向上や自立支援に
向けた総合的なサービス基盤の整備・充実を図っていけるように、「砂川市老人保健医療福祉推進協議会」を設置
し、平成２１年度を初年度とする「第４期砂川市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定をしてまいりま
す。
　また、４月からは、後期高齢者医療制度が始まります。この制度は、７５歳以上の方すべてが対象となる医療保険
制度であります。「北海道後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、市町村が保険料徴収、被保険者証の交付など
の窓口業務を担うことになる、新たな制度でありますので、円滑な運営に万全を期するとともに制度内容の周知を図
ってまいります。
　学校教育の振興では、安全で快適な教育環境を確保するために、学校施設・設備の適切な管理に努めてまいりま
す。
　学校図書館の充実を図るため、各小中学校に図書を購入するほか、市図書館司書の専門性を活かし、連携して学校
図書館の整備を進めてまいります。
　社会体育の振興では、総合体育館において、屋上の防水アスファルトに劣化が生じてきたため、改修工事を実施す
るほか、トレーニングルームを柔道場として活用するなど、海洋センターを含めた施設の有効活用を図ってまいりま
す。
　市民との協働の取り組みでありますが、昨年オープンいたしました、地域交流センター「ゆう」の利用者が、目標
を大きく上回る状況となっております。このことは、計画段階から、市民が主体となって取り組みを進めてきた成果
が、現れたものであると確信をしておりますので、今後におきましても、市民活動を支援してまいります。
　また、平成１７年度から進めております、地域住民の協力による公園の維持管理でありますが、新たに公営住宅団
地敷地内の草刈などの維持管理についても、自治会などの協力をいただきながら実施をしてまいりたいと思います。
　最後に、市制施行５０周年という記念すべき年を、市民の皆さんと祝うとともに、更なる市政の進展を祈念するた
め、市民の皆さんによる実行委員会を組織し、５０周年記念に相応しい式典及び各種記念事業を実施してまいりま
す。
　以上が、主な施策の概要でありますが、ここで、平成２０年度において、国及び北海道が実施を予定している、本
市関連の主な建設事業について申し上げます。
　道路関係では、道道砂川奈井江美唄線、道道文珠砂川線の道路改良工事が、前年度に引き続いて実施される予定で
あります。河川関係では、空知川と石山川の合流地点にある南空知太樋門の改修が実施されるほか、石山川の河川改
修に伴い、市道に２つの橋が新設される予定であります。
　つぎに、一般会計予算について申し上げます。
　平成２０年度の予算は、１０４億５，０００万円で、政策予算を追加した平成１９年度６月補正予算と比較して、
２．３％減の予算となったところであります。
　歳入については、
　市税は、２２億４７３万円で、前年度比０．７％の減。
　地方交付税は、４０億９，０００万円で、前年度比４．１％の増。
　国庫支出金は、８億４，２２５万円で、前年度比０．９％の増。
　市債は、１０億２，３８０万円で、前年度比８４．５％の増で、これらが、主な財源となっております。
　歳出については、
　人件費は、１５億８，４６７万円で、前年度比７．７％の減。



　補助費等は、９億８，４２０万円で、前年度比７．３％の減。
　普通建設事業費は、６億５，３０２万円で、前年度比２２．４％の減。
　公債費は、２５億４，８５４万円で、前年度比１６．５％の増。
　扶助費は、１２億５３２万円で、前年度比１．５％の減となっております。
　つづいて、特別会計・企業会計予算について申し上げます。
　国民健康保険特別会計は、２５億４，９４４万円で、前年度比３．１％の減。
　下水道事業特別会計は、１３億６０４万円で、前年度比３０％の増。
　老人医療事業特別会計は、２億３，９５１万円で、前年度比９０．７％の減。
　介護保険特別会計は、１３億２，７８０万円で、前年度比８．５％の増。
　本年度から、新たに特別会計となる、後期高齢者医療特別会計は、４億４，５７０万円。
　病院事業会計は、１３１億３，２８９万円で、前年度比１３．３％の増となっております。
　以上が、各会計の予算でありますが、全会計の総額は、２９４億５，１４１万円となり、前年度比０．９％の減と
なったところであります。
　以上が市政執行にあたって、私の所信と、主な施策の概要等について申し述べてまいりました。
　私は、まちづくりは、市民参加のもとで進めることが大切であるとの考えに立って、市民との協働の取り組みを進
めているところでありますが、今後におきましても、市民と行政がさらに相互理解と信頼関係を深め、既成の概念に
とらわれることなく、協働のまちづくりに取り組むことが必要であると確信しております。
　議員各位並びに市民の皆さんのご理解とご協力を心よりお願い申し上げ、市政執行方針といたします。
　一部読み間違えたところあるようであります。１０ページで、２市２町で設立した「砂川地域通年雇用促進協議
会」を２市３町と読みました。
　それから、１２ページで、住民の安全性を住宅の安全性と読みました。
　以上、訂正をさせていただきます。

　　　　◎日程第３　教育行政執行方針
〇議長　北谷文夫君　日程３、教育行政執行方針の説明を求めます。
　教育長。
〇教育長　四反田孝治君　（登壇）　おはようございます。平成２０年第１回砂川市議会定例会の開会にあたりまし
て、平成２０年度の教育行政執行方針について申し述べます。
　今日、社会が大きく変動している中にあって、砂川市が今後さらに発展していくためには、砂川市の有する潜在能
力を最大限に生かしながら、市民の皆様とともに、豊かで活力に満ちた、砂川市の明るい未来を創造していくことが
重要であります。その原動力は、何よりも子ども達であります。
　人材の育成は、豊かな未来をつくり上げるための礎となるものであります。教育は、人格の完成を目指し、個人の
能力を伸長し、自立した人を育てるという崇高な使命をもっています。
　すべての人は、それぞれ多様な個性や特性をもっているものであり、教育はそれを尊重し、生かし、育てることに
よって多様な成長過程と人生を保障するものでなければなりません。
　これからの教育には、少子高齢化社会の進行と家族・地域の変容、高度情報化の進展、科学技術の進歩と地球環境
問題の深刻化といった、変容の潮流の中で、それぞれが直面する困難な諸課題に立ち向かい、これに適切に対処でき
る力を育てていくことが求められております。
　このためには、一人ひとりが生涯にわたり、学びつづけるとともに、それを支えていく必要があります。
　学校教育においては、新しい教育基本法の理念に基づく、学習指導要領の改正に備え「生きる力」をはぐくむ教育
のあり方についての検証をすすめるとともに、「確かな学力」「豊かな心」「健やかでたくましい心身」と調和のと
れた質の高い教育によって、子ども一人一人が社会において自立的に生きる基礎を培い、それぞれの分野で活躍する
ことができる基礎となる力を育成することが求められています。
　また、社会教育においては、市民一人ひとりが生きがいを持ち、いつでもどこでも生涯学び続けることができ、そ
の成果が適切に評価・活用されるような生涯学習社会の構築や、学校、家庭、地域の教育力を生かしながら、心身と
もに調和のとれた子どもを育成することが求められております。
　このような状況を踏まえ、今日的な必要課題や地域における要望・実態を的確に捉え、誰もが心豊かで活力に満
ち、夢や希望を持って生きていくために、生涯にわたって学び続ける環境づくりを進め、施策の方向を明確にし、「
心豊かで共に学ぶまちづくり」が実現できるよう、積極的に事業の実施に取り組んでまいりたいと存じます。
　はじめに教育行政について申し述べます。
　教育行政につきましては、教育基本法の改正と、教育関連３法の改正、さらに学習指導要領が改正されることによ
り、新しい時代を迎えるための教育制度が大きく変わろうとしております。
　こうした教育制度変革の動きの方向性を、迅速に、そして確実にとらえ、適切に対応できるように準備を進めてま
いります。
　さらに、これまで進めてまいりました「開かれた教育行政」を継承し、取組みの成果を踏まえつつ、その推進に努
めてまいります。さらに活力ある教育委員会を目指し、ホームページやオアシス通信等を充実させ、積極的に教育行
政情報の公開・提供に努めるとともに、市民の方々の理解と協働、参画を基盤とした、開かれた教育委員会の実現に
努めてまいります。
　また、教育施設の設備の充実、管理保全の適正化と有効活用を図るとともに、教育環境の整備に努め、本年度は子
どもの命を守るためのＡＥＤ（自動体外式除細動器）を砂川小学校、豊沼小学校、中央小学校、北光小学校に設置し
てまいります。これによりまして、市内の全小中学校にＡＥＤが配置されますので、児童生徒の安全確保に寄与する
ものと考えております。
　さらに、子ども達の環境整備と安全を確保するため、中央小学校音楽室の換気扇を取替え、砂川小学校のトイレ臭
気の改善を図るとともに、空知太小学校普通教室への網戸設置及び床ワックスの塗布、石山中学校体育館の屋根改修
等、教育環境の整備に努めてまいります。
　また、市内小中学校の授業で使用しているパソコンのメモリーが不足して、授業に支障が出ていることから、コン
ピューター教室のパソコンのメモリーを増設してまいります。
　学校図書の充実につきましては、基本的に、読書は学力向上の基礎になるだけでなく、子供が本来もっている「生
きる力」を培うものであり、子どもに向かって「本を読みなさい」と押し付けるのではなく、子どもが本を手にと
り、ページを開くための環境整備が必要であります。
　まず、子どもが興味をもつ良書を知り、本に親しむ機会を広げ、子どもの人間形成や情操を育む場として、学校図
書の役割はきわめて重要でありますので、本年度、各小中学校の学校図書室の環境整備を図ってまいります。
　次に、学校給食につきましては、引き続き、食材として、米は砂川産米、パンの原料である小麦を道内産とし、他
の食材も可能な限り地元生産物を取り入れ、安全で栄養バランスのとれた給食内容の多様化と充実に努めてまいりま
す。
　また、一昨年、昨年とこれまで２回実施をいたしました、朝食（食生活）についてのアンケート調査では、「朝食
を摂らない」「朝食を摂らない日が多い」と回答した子どもさんの割合が、１割を超えていること等から、これらの
結果を踏まえ、関係部署とも連携を図りながら食生活の改善に向け、さらなる啓発に努めてまいります。



　なお、給食費につきましては、平成９年度改定以降、据え置いてまいりましたが、パンの原材料である小麦や、食
用油等、他の原材料の単価が急騰していることから、本年度給食単価を、小学生は現行の２１７円を１０円アップの
２２７円に、中学生は現行２７０円を１３円アップの２８３円に、改定することになりますので、保護者の皆様のご
理解をお願いしたいと存じます。
　砂川高等学校の支援策として、奨学金の特別枠を、本年度も継続してまいりますとともに、４間口の確保及び学校
の施設整備の充実へ向け、引き続き関係機関に対し要請してまいります。
　次に、学校教育について申し述べます。
　子ども一人ひとりが、調和のとれた人格の形成を目指し、個人として自立し、それぞれの個性を伸ばし、その可能
性を開花させ、自らの人生を幸せに送ることができるための「生きる力」を育てるにあたり、次の６つの観点を柱に
して学校教育を推進してまいります。
　第一に、開かれた学校づくりを推進する「経営管理」の充実を図ってまいります。
　子どもの日常生活全体に関わる様々な問題の未然防止や早期解決のためには、保護者や地域住民の学校に対する理
解と協力を得ることが不可欠であり、そのためには、保護者、地域住民との連携、協働により、地域全体で子どもの
学びを支える教育活動の充実、学校課題や経営方針についての保護者・地域住民への公開や、保護者・地域住民の考
えや願いを生かした学校経営の改善を図ってまいります。
　第二に、身に付ける力を明確にした「学習指導」の充実を図ってまいります。
　子ども一人ひとりに基礎・基本の確実な定着を図るためには、子どもの学力の状況を的確に把握して学習指導の改
善を図ることが重要であり、そのためには、４３年ぶりに実施された全国学力・学習状況調査の結果を分析して、子
どもが身に付けるべき力を明確にするとともに、「分かる授業」「楽しい授業」を工夫して子どもたちの学ぶ意欲の
向上を図ってまいります。
　第三に、道徳的実践力を育む「道徳教育」の充実を図ってまいります。
　心の問題に関わる事件が後を絶たず社会問題となっていることから、これから社会に出て行く子どもたちに道徳的
実践力を育むことが重要であり、そのためには、各教科や特別活動、総合的な学習の時間において、豊かな道徳的実
践体験の場の充実を図るとともに、心に響く道徳の時間の授業改善の確保に努めてまいります。
　第四に、健康で安全な生活を実践する意欲を育む「健康・安全指導」の充実を図ってまいります。
　体力の低下や食生活の乱れ等、子どもの健康に関わる問題や、交通事故や不審者の多発等、子どもの安全に関わる
問題への対応が急務であり、そのためには、全国学力・学習状況調査の結果を分析して子どもの日常生活の状況を把
握・分析し、保護者と連携しながら、基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上を図るとともに、家庭、警察、「
子ども１１０番の家」等の関係機関や学校間の連携を図った教育活動の充実に努め、子どもに関わる事件・事故の未
然防止を図ってまいります。
　第五に、全教職員の共通理解に基づく「生徒指導」の充実を図ってまいります。
　多様化、深刻化した生徒指導上の諸問題の早期対応・早期解決を図るためには、全教職員の共通理解に基づく生徒
指導の校内体制の確立と、機能の充実を図ることが重要であり、そのためには、教育相談の機能の充実や計画を図る
とともに、日常的な子どもとのふれあいに基づき、子供の心のサインを見落とさない校内体制の充実を図ってまいり
ます。
　第六に、一人ひとりの持てる力を高める「特別支援教育」の充実を図ってまいります。　障害のある子ども一人ひ
とりの持てる力を高めるためには、昨年度スタートした特別支援教育のさらなる充実を図ることが重要であり、その
ためには、日常生活につまづきや困難性を抱えている子どもの実態を把握し、教育的支援について協議する特別支援
教育の校内体制の機能充実を図るとともに、特殊教育で培った専門性を生かしながら、発達障害に関する専門性を身
に付ける校内研修の充実を図ってまいります。
　以上、申し述べた取組みを通して、市民の期待や願いをしっかり受け止め、誰からも信頼される学校づくりを進
め、心豊かにたくましく生きる砂川の子どもたちの育成に努めてまいりたいと考えております。
　次に、社会教育について申し述べます。
　誰もが生きがいを実感でき、充実した生活を送ることができる生涯学習社会を実現するためには、乳幼児期から高
齢期までのライフステージに応じた学習活動を支援していくことや、社会の変化や多様化する市民ニーズを的確に捉
えた学習機会の充実等、豊かな学びを生涯にわたって実践できる環境づくりを推進していくことが必要であります。
　そのために、社会教育では、地域の教育資源を有効活用し、家庭や学校、地域社会が一体となり、全ての市民が自
らの意思により学習活動に取り組めるよう、「人づくり・仲間づくり・地域づくり」の３つのキーワードを基に、次
の３つの観点から社会教育事業を推進してまいりたいと考えております。
　第一に、家庭や地域における教育力を高めるための学習情報の提供や学習活動を推進してまいります。
　地域の持つネットワークや地域の人材を含めた教育資源を有効に活用し、様々な学習情報の提供に努めるととも
に、芸術・文化・音楽・スポーツ・レクリエーション等の領域において、体験する機会や活動の場の充実に努めてま
いります。
　また、少子化や核家族化の進展、地域社会とのつながりの希薄化等、家庭を取り巻く環境は大きく変化しているこ
とから、関係部局と連携して、子育て支援の講演会や乳幼児向け情報誌の充実に努めるともに、学校やＰＴＡ活動と
協力を図りながら家庭における教育力向上のための講座の拡充に努めてまいります。
　なお、自らの学習参加実績を記録できる「講座一覧」の冊子や生涯学習総合情報誌「オアシス通信」等を活用して
生涯学習の情報発信に努め、学習機会や情報提供の充実に努めてまいります。
　第二に、次世代を担う子ども達を健全に育成するための活動を推進してまいります。
　子ども達の安全の確保や心身の健康とともに、家庭や地域の教育力を向上させ、社会全体で子どもを育んでいくこ
とが重要であり、学校・家庭・地域の連携による様々な体験活動や学習機会の充実に努めてまいります。
　また、昨年度から取り組んでまいりました「放課後子ども教室推進事業」は、子ども達の安全・安心な居場所を確
保するとともに、勉強やスポーツ、文化活動を通して地域社会全体で子育てを進めていくために、より多くの地域の
方々の参画を得て、地域ぐるみで子どもを育む環境の充実を図り、子ども達の健全育成に努めてまいります。
　なお、子ども達を支援する地域の人材や関係団体とのネットワークの強化を図り、それぞれが持つ教育力と連携調
和を図りながら、住民の参画による活動体制を目指してまいります。
　さらに、昨今子ども達を取り巻く様々な事件事故が発生する中で、子ども達の安全を守り、地域で健全に育てる環
境づくりを進めるため、学校・家庭・地域及び関係機関のより一層の連携を図るとともに、あいさつ運動の取り組み
や、青少年指導センター機能の充実に努めてまいります。
　第三に生涯にわたって学習活動を行うための環境づくりや体制づくりを推進してまいります。
　グループ・サークルやボランティア等が、学びの場となる公民館、図書館、地域交流センターゆう、総合体育館等
の社会教育施設と連携を図るとともに、市民の学習活動支援のため、他部局や関係機関・各種団体との連携を図りな
がら、体制づくりの推進に努めてまいります。
　また、自主的な学習活動の拠点となる社会教育施設においては、それぞれの施設設備の適切な維持管理と有効活用
に努めることをはじめ、次のような観点で学習環境を整えてまいります。
　公民館におきましては、生涯学習の拠点施設として、公民館グループ・サークルの指導者を積極的に講師として招
きながら、地域の活性化に結びつく各種講座や教室を開設することで、市民の多様な学習機会の提供を推進するとと
もに、公民館グループ・サークル運営委員会との連携を深め公民館の利活用とグループ・サークルの活性化を図って



まいります。
　また、施設の効率的な運営を考え、土曜日と日曜日の夜間を閉館として、維持管理経費の節減に努めてまいりま
す。
　郷土資料室においては、市民が関心をもって利用していただけるように、特別展の開催をはじめ、郷土資料の収
集、保存及び活用に努めてまいります。
　図書館においては、市民に親しまれ、利用される図書館を目指して、ボランティアの協力を得て絵本の読み聞かせ
をはじめとする読書普及活動や小・中学生の総合的な学習に対する積極的な支援に努めてまいります。
　体育の振興につきましては、各種事業を通じてスポーツへの関心を高め、生涯学習スポーツの振興を推進してまい
ります。
　特に、昨年度より市民が気軽に取り組める軽スポーツを主体に展開している大人向け事業をレッツ・トライ事業と
し、新たに本年度から子ども向け事業としてレッツ・プレイ事業を加え、体を動かす楽しさを多くの市民に伝え、市
民の体力向上や健康増進が、自主的な活動として展開されるよう努めてまいります。
　また、施設設備の整備として、建築後２８年が経過した総合体育館の屋上防水改修工事を行うとともに、トレーニ
ングルームを廃止して柔道場とし、海洋センター第２体育館の畳を撤去して、第１・第２体育館ごとに専用使用でき
る体制にしてまいります。
　なお、海洋センターの土曜日と日曜日の夜間を閉館し、維持管理経費の節減と効率的な施設の利活用に努め、多く
の方々に利用される施設を目指してまいります。
　財団法人生涯学習振興協会につきましては、砂川市の体育施設及び公民館の指定管理者として、平成２１年３月ま
での議決をいただいた３カ年の最終年度にあたりますので、市民ニーズに沿った施設の適正な管理運営を図るため
に、本年度においても、事業費等の助成をしてまいりますが、本年度中に、財団法人生涯学習振興協会の今後の方向
性について検討を深め、結論を出してまいります。
　地域交流センターは、前年１月のオープン以降、予想を上回る利活用となっておりますが、本年度も地域文化の創
造活動等を通して、子どもから高齢者まで多くの市民に喜ばれ、利用される施設として、市民と行政との協働を基本
に、様々な面から支援してまいります。
　以上申し述べてまいりましたが、教育を取り巻く環境は、厳しさを増しておりますので、教育行政の執行にあたり
ましては、多様化している市民の学習ニーズと子ども達一人ひとりのニーズを的確に把握し、計画的かつ効率的な執
行に努めてまいりたいと存じますので、市議会をはじめ、市民各位並びに関係団体・各機関のご支援・ご協力を賜り
ますよう心からお願い申し上げまして、平成２０年度教育行政執行方針といたします。
　ありがとうございました。
〇議長　北谷文夫君　１０分間休憩いたします。
休憩  午前１１時０２分
再開  午前１１時１２分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。

　　　　◎日程第４　一般質問
〇議長　北谷文夫君　日程第４、一般質問に入ります。
　質問通告者は７名であります。
　順次発言を許します。
　武田圭介議員。
〇武田圭介議員　（登壇）　おはようございます。それでは、既に通告してありますように、大きく３点について伺
います。
　大きな１点目は、がん検診についてであります。平成１５年に中空知地域保健医療福祉計画が策定され、計画期間
はおおむね５年間とされました。その計画が本年３月をもって終了します。この計画には、胃がん検診、肺がん検
診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診の各種がん検診について、砂川市における目標水準が定められていま
した。今回この計画期間である５年間が終了する上で、各がん検診の受診結果と受診率について砂川市としてどのよ
うに分析し、総括しているのかお聞きします。
　それに加えて、その分析結果と総括を踏まえ、ことし４月より新たに始まる北海道がん対策推進計画と連携して、
今後どのように砂川市における各種がん検診の受診率向上に取り組んでいくのかお聞きします。
　大きな２点目は、農林業の振興についてであります。日本の食料自給率が４０％を切るという危機的な状況にある
中で、北海道がこれからの日本の食卓を支え、食料の安定供給を維持する食料基地として果たしていく役割が大きい
ことは、だれの目にも明らかです。折しも中国からの冷凍食品問題や近年食の安全や食品ブランドの信用をおとしめ
るような偽装表示に代表される不祥事が続いております。安心して食べられる農作物を安定供給することで自由化の
波に押された守りの農業から転換し、攻めの農業に転じる絶好の好機でもあります。農業を取り巻く状況には厳しさ
が依然残っておりますが、食料が少し割高であっても安全のほうが重視されるようになり、農業という産業にも復活
の兆しが高まってくるのかなと期待しております。そのような農業を取り巻く著しい環境変化を踏まえ、砂川市とし
ての今後の農業振興についての考えをお聞きします。
　次に、林業の振興についてであります。本年７月に北海道洞爺湖サミットが開催され、環境問題について話し合い
がなされると聞いております。緑あふれる北海道ですから、まさにうってつけのテーマでありますし、砂川市も緑化
宣言都市として、さらには人口１人当たりの公園面積日本一として、たくさんの緑に囲まれた環境にあります。森林
は、人の暮らしにも大変役立つもので、一例として昨年の原油価格の高騰により原油にかわる燃料としての木材に再
び光が当てられていると聞いております。砂川の歴史をさかのぼれば、砂川には大きな木材の集積場や木材の加工工
場が過去には存在しました。昔と今は近隣市町村周辺の環境状況も異なりますが、林業は古くからある大切な産業で
す。地球温暖化など環境問題についての関心が高まる中、今後再び活路を見出すことで環境に配慮し、あわせて町の
活性化にもつながる大事な産業になると思われます。そこで、今後の砂川市における林業の可能性についてどのよう
に考えているのかお聞きします。
　最後に、大きな３点目として、パンケ川周辺の活用等であります。パンケ川の護岸には、何カ所かの市民が水と親
しむための親水できる場所が整備されましたが、整備後の利活用をどう考えているのかお聞きします。また、まちな
かにあってパンケ川に隣接する中央小公園の環境整備について、どう考えているのかお聞きします。
　以上のことをお聞きして、１回目の質問とします。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長  井上克也君  （登壇）　大きな１の各種がん検診の受診率の現状と今後の課題についての（１）と（
２）についてご答弁を申し上げます。
　初めに、（１）の砂川市として５年間の各種がん検診の受診結果及び受診率についてどのように分析し、総括して
いるかについてお答え申し上げます。がん検診については、老人保健法により国及び北海道の補助を受けて実施して
おりましたが、一般財源化となった平成１０年度以降は砂川市の独自施策として継続実施している事業であり、また
がん検診の種類は国からの指針に基づき、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診の５
種類を実施しているほか、国の指針には含まれていない前立腺がん検診についても平成１４年度から財団法人前立腺
研究財団のモデル事業として取り組んでいるところであります。各種がん検診の平成１８年度の受診率を申し上げま



すと、胃がん検診は計画の目標水準１５．０％に対し１６．５％、肺がん検診は目標水準４１．０％に対し４７．
２％、大腸がん検診は目標水準１３．０％に対し１４．２％、子宮がん検診は目標水準９．０％に対し１３．０％、
乳がん検診は目標水準９．０％に対し１３．６％とすべての検診において受診率は目標水準を上回っている状況であ
ります。平成１４年度から平成１８年度までの５年間で延べ２万７，０９３名が各種がん検診を受診し、１０７名に
がんが発見され、治療に結びついている状況となっておりますが、がんは死亡原因の第１位で総死亡の３分の１を占
めている現状から、早期発見の機会である検診の受診率を高めていくことが今後も重要な健康課題であり、また検診
の結果により必要となる精密検査を受診されない方も見受けられることから、精密検査受診率を高めていくことも重
要な課題であると認識しているところでございます。
　続きまして、（２）のその結果を踏まえ、新年度から始まる北海道がん対策推進計画と連携して、砂川市における
各種がん検診受診率の向上に向けてどのように取り組んでいくのかについてお答え申し上げます。新年度から始まる
北海道がん対策推進計画は、平成１９年４月施行のがん対策基本法に基づき閣議決定されたがん対策推進基本計画に
示されている指針により、目標は平成２０年度から平成２４年度の５年間で受診率５０％を目指すというものであり
ます。受診率向上に向けては、従来から取り組んでいる４０歳から５歳刻みの節目検診や複数のがん検診を同時に受
診するセット検診の実施のほか、国保加入者の自己負担の半額助成を継続するとともに、広報すながわによる周知を
初め、今後とも引き続き機会あるごとに検診の必要性について啓蒙を図ってまいりたいと考えておりますし、また平
成２０年度から実施する国保特定健康診査においては胃がん、肺がん、大腸がん検診も同時に受けられる体制をとる
など、受診率の向上に努めてまいりたいと考えております。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長  是枝　喬君  （登壇）　私から大きな２番の（１）、（２）についてご答弁申し上げます。
　初めに、（１）でございますが、食料・農業・農村基本計画に基づく我が国の食料自給率は、平成２７年度の総合
食料自給率目標で、カロリーベースでは４５％、生産ベースでは７６％の達成を目指しておりますが、平成１８年度
の総合食料自給率は３９％及び６８％となっており、これらは前年度からそれぞれ１ポイント低下しているところで
あります。昨年来からの牛肉等の食品の偽装事件や中国製冷凍ギョウザ事件をきっかけとして、食の安全、安心が連
日のように取りざたされており、食料自給率と相まって国産農産物への価値観がにわかに見直しされてきたところで
あります。北海道農業と食の安全、安心を考えるとき、農業を理解し、生産コストについても広く消費者に理解をし
ていただく好機であるというふうに考えておりますが、一方、米、てん菜、生乳などを初めとする需給調整も確かに
存在している現実もあります。しかしながら、農業者みずからが判断をし、農業経営の上から再生可能な生産作目を
決定し、生産者団体と協力して作付しているなど、経営努力を続けている農業者も確かにいるところであります。経
営面積が広大で、栽培の方法も違い、農薬や化学肥料の使用料も他都府県とは比較にならないほど少なく、北海道農
業の優位性は高いものと思われます。北海道の地の利を生かした砂川産のＪＡ新すながわによります生産、販売体系
等をベースとしたトマト、キュウリなど道内外に広く出荷、販売されている状況のもと、まとまった数量の確保や減
農薬、有機栽培等による差別化を図る中で、今後も消費者に強くアピールしていくことが砂川の農業の目指す一定の
方向であるというふうに考えます。そのためにも、生産者や生産団体、関係機関がさらに連携を強め、経済動向や消
費者ニーズの的確な把握のもと、農作物の栽培技術の習得、生産履歴等の情報管理や集荷、出荷など、それらの体制
づくりや制度の向上を図りながら、生産販売額の増加による農家の収益増を目指すことが今必要となっており、これ
からは特に新規就農者や女性を含めた生産者、生産団体、農業関係機関、消費者及び行政が強く連携をし、地域の新
たな活力をも積極的に取り込むなど、市としても砂川市担い手育成総合支援協議会を中心として、それらに対する情
報の提供、提言などの支援をしていきたいと、このように考えておるところであります。
　続きまして、（２）についてご答弁申し上げます。初めに、砂川市の山林の状況につきまして少し触れさせていた
だきますが、砂川市の森林面積は２，８８２ヘクタールで、行政面積の３６．６％に当たります。林種別面積では、
人工林が９３６ヘクタールで、天然林が１，８６２ヘクタール、その他８４ヘクタールであります。ご質問の燃料と
しての有効活用でありますが、原料となる木材はすべて山の所有者による除間伐材などが前提となるものでありま
す。市内における除間伐事業の実態といたしましては、間伐材の搬出などに係る経費負担が発生することから、除間
伐材をその場で自然に還元する処理方法が通例となっており、加えてその際に集積できる量が少ないこと、さらには
利活用に供する単価も安いことなどから、所有者の煩わしさ感もあって現在有効活用には至っていない現状にありま
す。一方、当市を包括する空知森林組合では、今後販売、林産事業に積極的に取り組む計画もあると伺っております
が、建築資材及びその補助材等の販路が主であり、木材チップ等を燃料とする利活用には受け入れ側の市場環境も現
在余り整っていないこと、さらに運搬配送費用が割高であることなどから、活用までには至っていないとのことであ
ります。このような状況下ではありますが、市といたしましても代替エネルギーへの原料となる資源の有効活用に関
しましては今後も積極的に関係機関、関連企業等の情報収集に努め、その可能性などについて研究課題としてまいり
たいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長  西野孝行君  （登壇）　大きな３のパンケ川周辺の活用状況についてご答弁を申し上げます。
　初めに、（１）のパンケ川護岸整備後の利活用についてでございますが、パンケ歌志内川の護岸整備工事は、平成
９年度から河川管理者であります石狩川開発建設部により、国道１２号線から西３条橋付近までの約２４０メーター
を河川改修にあわせて自然環境に配慮した川づくりがなされ、平成１８年度に完成をしたところでございます。ま
た、平成１８年度には、パンケ歌志内川と遊水地の合流箇所にありますパンケ歌志内川水門付近に延長約２６メート
ルの魚道の施設についても整備がなされております。ご質問のパンケ川護岸整備後の利活用についてでございます
が、毎年４月ごろにオアシスパーク高度利用研究会によりましてサケの稚魚の放流が行われておりまして、またＮＰ
Ｏ法人ゆうでは地域の子供たちによるろうそくをともしたキャンドル流しが平成２０年度に計画をされているところ
でございます。パンケ歌志内川は、景観整備も行われまして、川と親しめる施設も整備されていることから、今後と
も多くの市民に利用していただくことが大切と考えておりまして、利用団体等から施設改善要望がある場合について
は、窓口となって国にお願いしてまいりたいと考えてございますので、ご理解をいただきたいと存じます。
　次に、（２）の中央公園の環境整備についてでありますが、中央公園は昭和３８年にパンケ歌志内川特殊堤が完成
したことにより、昭和４０年、河川敷地を占用して面積約４３０平方メートルの児童公園として、遊具施設を設置
し、開設したものでございます。その後昭和５１年に、利用者の増加等に伴いまして大型遊具、休憩施設、水飲み場
等の整備を行い、さらに市制３０周年記念事業の一環として昭和６１年に公衆トイレの新設、昭和６３年には遊具施
設等の再整備を実施したところでございます。ご質問の中央公園の環境整備でございますが、ただいまご答弁申し上
げましたとおり、児童公園として環境整備を終了しているということから、今のところ新たな環境整備の計画はござ
いませんけれども、中心商店街の緑の空間として、トイレ等の利用者も多いことから、必要な修繕を施しながら維持
管理してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　武田圭介議員。
〇武田圭介議員　今３点にわたってご答弁をいただいたのですけれども、まず１点目のがん検診のほうから再質問の
ほうに移らさせていただきます。
　今ご答弁にもありましたように、ことしの４月から北海道がん対策推進計画が実施されることになります。過去の
中空知地域保健医療福祉計画の目標水準は、先ほどのご答弁ではすべて達成しているという非常に喜ばしい結果なの
ですけれども、今度この４月から実施される計画は平成２０年度から平成２４年度までの５カ年間でがんの受診率を
５０％以上とすると、これは非常に大きな受診率を向上させないといけないなというふうに、先ほどの結果を踏まえ



て今申しているわけなのですけれども、これとの絡みでいいますと、後期高齢者医療保険が始まりまして、今度特定
健診というものが始まります。特定健診には義務づけがありまして、ある程度の受診率がいかなければペナルティー
を科されるということもあると伺っておりますけれども、今このがん対策の計画の中にはそういったものはありませ
ん。ありませんが、国の考えとしては医療費を総枠で削減していこうという考えでありますので、これは国も道もお
金がないわけですから、今後こういったがんの対策についてもきっと必ずペナルティーを科してくる可能性があると
思われるのです。先ほどご答弁の中で、今これは砂川市の独自事業として行っているということで、法に基づいては
胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診で、そのほかに前立腺がん検診を行っていると
いうことなのですけれども、がんは先ほどのご答弁にありましたように本道においても昭和５２年より死因の第１位
でありまして、平成１７年の統計ですけれども、本道で約１万６，０００人ががんを原因として死亡されています。
それで、その死亡数全体の３２．３％、およそ３割を占めているということですので、がんの早期発見、早期受診と
いうことが非常に必要なことになってくるというふうに思うわけです。
　あわせて、砂川の位置的な条件として好条件にあるというのが、これもまた４月から北海道医療計画という新しい
医療計画が始まりますけれども、その中でこの空知管内では砂川市立病院だけががん診療連携拠点病院として整備さ
れているのです。ほかの南空知、北空知においても、これはまだ実施医療機関が決まっておりません。ですので、こ
ういう地理的な条件を考えるならば、ぜひとも、この砂川市民の皆さんは非常に検診の機会というものが恵まれてい
るものですから、より一層周知を徹底されて、もっともっとがんの受診率向上につながってほしいなというふうに思
うので、今後の特定健診と先ほど一緒に検診を行っていくというご答弁もありましたけれども、さらなる周知方法に
ついてどういうふうに考えているのかと。何せ、乳がんとかに至っては１３％というものを５年間で５０％にしない
といけないという話ですから、そのことについてお伺いしたいということと、砂川市が毎年のように出している砂川
市の保健活動という資料があります。これの一番新しいのを見ると、今言った胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検
診、子宮がん検診、乳がん検診、この５つについて記載があるのですけれども、胃がん検診については受診数が年々
減少しているということが記載されていて、今後この受診率の向上を図っていくことと未受診者へのはがきによる勧
奨とチラシによる勧奨等を積極的に行っていく必要があるというふうに書かれております。せっかくがんに対する知
識も今いろいろとマスメディア等でも取り上げていて、啓発活動が続いておりますし、それから乳がん等についても
非常に世間の関心が高まってまいりましたので、ぜひこの機会にあわせて受診率が向上を図れるような施策というも
のを啓発以外にもし市として考えているのであれば、教えていただきたいなというふうに思います。
　それから、２点目の農林業の話に入ってまいりますけれども、今砂川の農業はすごく活躍されていて、例えばトマ
トとかタマネギとか有名なものがありますけれども、私がここで１つ提言したいのは、お米を使っていろいろと砂川
をもっとＰＲできないかということなのです。というのは、去年もそうでしたし、ことしも１月ごろの北海道新聞の
ほうに出ていました。砂川のお米が非常に品質がいいということで、人気も上々であるということだったのですけれ
ども、今は砂川産のお米というのは地産地消ということで学校給食や病院給食等にも利用されております。ですが、
それだけで利用するというのは限界がありますから、例えばこのお米を米粉として粉にして、米からパンをつくった
り、それから米からめんをつくったりと、そういうところを既に実施している自治体もありますので、そういった商
品開発ということも本来は第一義的には生産者団体である農協さん等が考えることかもしれませんけれども、官民の
連携、それから昨年の９月の議会で質問させていただきましたけれども、農、商、工の３つによる連携ということを
考えるならば、そういったいろんな技術を組み合わせて砂川として新しい産品の開発につなげられるのかなと、そう
するとお米の消費ももっとバリエーションに富んだものを開発して、商品使ってもらえるのではないかということ
で、その辺についてのお考えをお聞きしたいということと、あわせてジャガイモなのですけれども、実は先日韓国の
食品でガムジャメンというジャガイモからつくっためんなのです。これですと、例えばジャガイモをそのまま生産し
て販売しようとしますと、当然砂川の作付面積では十勝のようなところにはかなわないわけですから、そういったジ
ャガイモ単品で売るというのはなかなか難しいのでしょうけれども、例えばそういったものを、砂川市内にも製めん
工場等もありますので、加工して、さらにめんにすることによって、またそれも砂川の産品として新しい産業の一つ
になりはしないかというふうに思うので、そういった原材料として新しい農作物を作付してみるというのはどうなの
かと、そのことについて行政が何か協力できるのであれば、生産者団体である農協さん等との話し合いができないも
のなのかというようなことをお聞きしたいと思います。
　それから、林業のほうですけれども、これもけさの北海道新聞にちょうど記事が出ていまして、今の除間伐のご答
弁いただきましたけれども、それについて補助が出るということだったのです。今中国のオリンピック等により、ロ
シア産の木材等がすべて日本に入ってこなくなって中国に流れていっている。そして、道内産のカラマツやほかの木
材についても、非常に値上がりをしているというようなことが出ていました。先ほどのご答弁では砂川の山林面積
も、砂川はもともと行政面積が小さいものですから、それほど除間伐というものは集まってこないのかなというよう
なことは思います。ただ、昔ちょうどサンモク工業さんが隆盛華やかなりしころに、砂川はちょうど交通の要衝とし
て、芦別の山奥からとか、またはもっと遠くは旭川の上流のほうから川を使って木材が集まってきたという流れもあ
りますし、そういった木材を見直すというのは、一つの環境をきっかけにして住民の住生活にも木材を取り入れた製
品というものがいろいろ今開発されていますので、最初からなかなかそういったものは敷居が高いというのはわかる
のですけれども、もしいろいろとつてがあっていろんな企業等とそういうことが交渉が可能であれば、ぜひともそう
いった利用にも使えないものなのか、またはそういった技術を開発できないものなのかというようなことを行政とし
て側面支援、背面支援ができないのかというようなことをお聞きしたいというふうに思います。
　それから、３点目のパンケ川のほうですけれども、パンケ川の１点目、親水できる場所が整備されたということで
お聞きしたのですけれども、これは今雪の下に隠れていてちょっとわからないのですけれども、大体夏から秋ぐらい
にかけて親水できる場所は整備されたのです。ところが、その整備後に、残念なことと言っていいのかどうかわから
ないのですけれども、草が生い茂り、藻が随分とまとわりついているような状態でして、実際問題としてとても親水
できる場所というにはちょっと難があるのかなというふうに思ったのです。もちろんあそこの管理は国の管理ですか
ら、市として直接どうのこうのという話ではないのでしょうけれども、そういうことに気づけば、市のほうからも国
に対してお願いというものができないものなのかと。せっかくつくったわけですから、より多くの老人やお子さんた
ちに楽しんでいただいて、一つの環境を考えるきっかけにもなっていただきたいなと思いますし、先ほどご答弁にも
ありましたようにサケの稚魚も放流しているようですから、いずれは帰ってきていただく、帰ってくることが、それ
がまた楽しみになるのではないのかなと思いますので、ぜひそういう要望ができるのかどうかというようなことをお
聞きしたいというふうに思います。
　それから、２点目のほうの中央小公園の環境整備なのですけれども、先ほどのご答弁の中で、今のところ新たな環
境整備計画はないというお話でした。もちろん市の財政が厳しいのも承知しております。承知しておりますが、あそ
この公園というのは、先ほどのご答弁にもあったとおり町の中にあるオアシス的なものですし、それから何よりもあ
そこにれんがづくりの立派な公衆トイレがあるのですけれども、市外から来た方があれをトイレだとわからない方が
結構いらっしゃる。せっかくあるトイレですから、大いにやはり利用されてほしいなというふうに思うので、トイレ
の横には大きな木もありまして、夏には葉が繁ってしまって、本当何の建物かわからなくなってしまうこともあるの
です。それで、またその木を切るということはなかなかできないでしょうから、せめて剪定という範囲でその建物が
はっきり見えるような形にする。それから、あるいはトイレとしての外壁の修繕というか、宣伝というか、そういう
外壁をいじることでより多くの市外の方にも利用していただけるような施設にはできないものなのかどうかというよ
うなことをお伺いして、２回目の質問とします。



〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長  井上克也君  ただいまのご質問で受診率の関係でのペナルティーというお話がありましたけれども、各
保険者でこの平成２０年度から特定健診が義務づけられたと、その特定健診の受診率について目標値は５年後の平成
２４年度には各保険者で６５％の受診率、これらを達成しなければ、翌年度の平成２５年度からのそれぞれ保険者が
拠出いたします高齢者医療の支援金、これらについてマイナス１０％、プラス１０％の減算、加算があると、このよ
うな方向でありますけれども、現在がん検診につきましては、その受診率にかかわるペナルティーというような状況
はございませんし、またそういった情報もないところであります。
　そこで、ご質問のさらに今後受診率を高める取り組みということについてでありますが、がん検診、特にがんとい
う病気でありますけれども、これは死亡原因が第１位であるということはもちろんなのですけれども、特に我々中高
年のこの世代につきましては、がん検診の必要性というのはもう現状十分認識しているというふうに考えておりま
す。と申しますのは、不幸にもご家族あるいはご親戚、そしてまた知人、友人、それらでがんに罹患されて非常につ
らいあるいは苦しい、そういった状況も、我々皆さんと同じようにそういった状況も見ておりますし、そのようなこ
とから、やはり定期的な検診が必要だということについては個々人それぞれ思いはあるのですけれども、なかなか定
期的に検診を受けに行かない方もおられると。場合によっては、自覚症状が出てきて病院、医療機関に行って、精密
検査でもって胃の検査なり、あるいは肺の検査なりを受診という形で受ける。そんなようなことでありますけれど
も、いずれにしても検診は必要なのだということはご自身、自分で自分の健康は守るという意味ではそれぞれ思いは
持っておられますので、これからも行政としては引き続いてそういった検診を受けていただけるような、そういった
ＰＲ、周知活動が必要なのだろうなと思います。そういった意味では、今後とも引き続き広報すながわによる周知、
これについては検診日の日程のお知らせだけでなくて、現在も年間にたびたび掲載しておりますけれども、やはり健
康に関するそういった記事、また早期発見、早期治療という意味ではやはりがん検診というものの必要性、そういっ
た記事をまた今後とも引き続き機会あるごとに掲載をしまして、市民の方に再度お知らせをしていく。
　また、これらも引き続きなのですけれども、やはり個別のそういったはがきによる勧奨、あるいは前年度は受診し
たけれども、本年度は実施しない方へのさらなる勧奨、そういったことも引き続いて実施をして、何とか検診率の向
上に向けて取り組みを進めていきたいと考えておりますし、先ほど、今ほど申し上げました平成２０年度からは各保
険者でやはり健診も義務づけられますけれども、それぞれ保険者の立場で医療費の適正化という取り組みからいえ
ば、やはり早期発見、早期治療、これらがやはりそれぞれの保険者の医療費の適正化による負担の軽減と、そういっ
たことも図られる要因ですから、当然保険者も平成２０年度以降これらの特定健診とあわせて、そういったがん検診
の受診等にも力を入れていくのだろうなと、さらなる力を入れていくのだろうなというふうに考えておりますので、
そういった総体的に市民の受診率は保険者の力もかりながら上がっていくのではないかと、行政としては引き続きふ
れあいセンターを中心にそういった検診の呼びかけ、そういったものを取り組んでまいりたいと考えておりますの
で、ご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長  是枝　喬君  １点目の米粉の、米の加工、さらには具体的にはジャガめんと申しますか、ジャガイモの
利活用のお話が提言としてありましたけれども、米粉の部分におきましては過去に、例を申し上げますと平成１３
年、１４年あたりから、この米粉の部分につきましては先進的な取り組みをなさっている。近くでは美唄市、さらに
は上川管内の東神楽町ですか、等々が道内では先進的な米を粉にした部分でのケーキ、お菓子類の取り組みが先進地
ということで、平成１３年にスイートロード協議会に参画をする菓子組合さん方と一般市民をお招きをして、この先
進地の東神楽町からの講師を招聘しまして、パークホテルでその取り組み等について研修、勉強会をしたことがござ
います。さらには、菓子組合に一部米粉で商品開発をという形で、要は試行的にしたことがございます。ただ、この
米粉につきましては、なかなか当時から、現在もかなり高度な技術があって、小麦粉と比べて、いわゆるもちもち感
ですとか粘りだとかという部分の技術的な開発がなかなか難しい面がありまして、さらには米粉として製粉されたも
のの安定的な供給ですとか、それから経費といいますか、それらに係る部分がなかなか現実の問題として、それを加
工してパンなりケーキ等々に製品化するというのがなかなか市内のそういった関係、生産、販売する方々については
難しいというハードルがかなり高うございます。現在もそういった部分での安定的な米粉の供給等々が可能であれ
ば、さらには安価な材料として入手可能であれば、取り組む部分については大手のお菓子屋さん等についてはそうい
った考え方もなきにしもあらずというふうにお聞きしておりますけれども、そういった面、今回ご提言さらにありま
したことも含めて関係機関とも十分、うちのほうも提言をするなりお話をさせていただいて、新たな一つの分野の開
拓にというふうになればというふうに私どもも考えております。
　さらに、ジャガイモの部分につきましては、地産地消の部分でいいますと、砂川でのジャガイモの作付面積等につ
いては非常に少なくて、２ないし３ヘクタールほどで、その生産されたジャガイモの部分についてはその大半が自家
消費に回っていて、なかなか市場等には行っていない現実がございます。そういった部分では、作目の決定について
は当然生産者が農業経営という立場でするものでございますので、そういった面ではかなりハードル的なもの、それ
から市場の動向、環境、経費の部分、収益性の部分、いろいろあると存じます。お話がございましたことについても
あわせて、それらの関係団体への、推進協議会等々もございますし、そういった部分でお話をさせていただきたいな
というふうに思いますし、また機会あるごとにそれらを加工する企業さんともそんなお話をさせていただきたいなと
いうふうに考えます。
　次に、林業の部分でございますけれども、代替エネルギーの今注目を集めて、道内でも約１０社ほどがいわゆる木
材チップを使った、原料としたペレット等の生産をしております。ご承知のとおり、このペレットについては代替、
いわゆるＣＯ２の部分で非常に低いという部分ございますし、そういった中では除間伐材を利用した環境に配慮した
燃料というふうに、今国ないし道あたりも積極的にその取り組みについて考えていると、またそれを推進しようとい
う機運が近年高まっております。この部分につきましても、市の森林に対する部分での除間伐材が主な原材料となる
わけですが、先ほど１回目のご答弁でも申し上げたとおり、なかなか市内でのそういった部分については、除間伐の
作業なり、その事業を展開するにもなかなかままになっていないという状況がございます。しかるに、私もけさ新聞
報道を見させていただきましたけれども、国においてはそういった中で、一部都道府県の費用負担もあるやに記載さ
れておりましたけれども、そういった事業の中では除間伐適齢期を過ぎた高齢の木といいますか、そういったものも
含めて今やろうという機運が国で示されておりますから、その辺の推移も見たいと思いますが、そういった中での材
料の供給とする、ペレットの材料と供給する除間伐材がそういう状況の中ではなかなか、管内を見ても岩見沢、月
形、新十津川がほとんどの除間伐材を建築用材にする、木材チップにするというような方向しか空知森林組合の包括
的な事業の中では取り組まれていないという状況もございます。そんな中では、１つ新たな分野というふうには考え
ますけれども、現状がそういうことでございます。今後、国なり等々の除間伐に対する費用の負担、補助等々、支援
というものが今後どういうふうに出てくるかまだ見えていない部分が多いようでございますけれども、そういった動
向も見ながら、関係する森林組合含めて所有者の方々、砂川の森林所有者の方々とも機会あればそういった部分でお
話をさせていただきたい。貴重な提言でございますので、私どもも今後の研究課題として取り組んでまいりたいと考
えます。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長  西野孝行君  パンケ川の藻と水草の関係のご質問でございます。パンケ歌志内川の清掃につきまして
は、毎年ボランティア活動で草刈り等々が行われておるわけですけれども、水底の藻ですとか水草ですとか、これに



ついてはボランティア活動の中ではなかなか困難性があるというふうに考えます。したがいまして、国のほうに要請
をしてまいりたいというふうに考えてございます。パンケ歌志内川につきましては、水と親しめる公園というような
要素を取り入れて整備をしていただいたというものでございますけれども、本来河川改修につきましては治水事業と
いうものを中心に行われているというものでございまして、パンケ川についてはそれにいわゆる環境的な要素を加味
して、ああいった整備をしていただいたということでございます。そもそもがあのパンケ川、護岸改修ということが
そもそもの目的であったというようなことでございまして、川底まで改修するということにはなかなか至らなかった
ということでございますので、そのあたりはご理解をいただきたいというふうに思います。ただ、せっかく整備をし
ていただいたものでございますし、市民の方がより親しめるような、そんな対策、ご指摘のあったような対策、これ
については今後とも国に対して要望してまいりたいというふうに考えてございます。
　それから、中央小公園のトイレの関係でございますけれども、昨年度のちょっと調査をした経過がございまして、
あのトイレについては年間で約１万１，０００人の、延べでですけれども、ご利用がございます。そういった点から
は、市民の方には一定の認識をされて定着をしているなというふうには考えてございます。ただ、おっしゃるよう
に、最近は市外からの来訪者も、これはスイートロードの関係もございましてふえているというようなこともござい
ますし、それから新しく市内に転入された方、これにはご指摘のようにわかりづらい、そういう面は確かにあるとい
うふうに考えてございます。それで、剪定ですとか修繕のお話もございましたけれども、何とか、国道沿道ではあそ
こだけが公衆トイレでございますし、何とかわかりやすいような、これはサイン計画ということにもなるかもしれま
せん。剪定ということにもなるかもしれませんけれども、そんなようなことは検討させていただきたいというふうに
思います。
〇議長　北谷文夫君　武田圭介議員の３回目の質問は、午後１時から行います。
　午後１時まで休憩いたします。
休憩　午後　０時０１分
再開　午後　０時５９分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。
　休憩前に引き続いて一般質問を続けます。
　武田圭介議員の３回目の質問を許します。
　武田圭介議員。
〇武田圭介議員　それでは、３回目の質問をさせていただきますけれども、先ほど午前中の答弁の中でいろいろと出
ました。それで、まずパンケ川のほうですけれども、これは引き続き国に対して要望していただけるのであれば、し
ていただけるということでしたので、今後とも注視して要望していただきたいなと思いますし、公園のほうについて
も剪定のほうも検討していただけるということなので、剪定もしていただいた上で、あそこのトイレがより市外の方
にもわかりやすく、そして利用されるような形で利用してもらいたいというふうに思います。
　それから、がん検診のことに関しては、１点だけ再々質問をさせていただきます。いろいろと受診率の向上に向け
て取り組んでいくということだったのですけれども、実は砂川の市立病院でお医者さんがいろいろとがんの啓発活動
をやっていまして、その中で同じ市の部局の一つですから、市民部と市立病院が連携して、ぜひお医者さんの講座の
中で、市民向けの検診というものがあるから、受けてもらえないだろうかというようなことも話してもらえないもの
なのかどうかというようなことを再々質問として最後にお聞きします。
　それから、お米の粉の話ですけれども、先ほど答弁いただいた中で、確かに技術的には非常に難しいというお話が
ありました。それは、やはりなかなか、米と小麦では全然違う性質のものですから、その辺も理解はできるのですけ
れども、ここで１つ注目したい企業を紹介したいと思います。企業名は出しませんけれども、山口県のある会社で、
ここはもともと製めん会社だったのですけれども、社長さんが道路公団のほうにおられた方で、公共技術の応用しま
して、つまりコンクリートをつくるときの砂と砂利をまぜ合わせる技術を応用しまして、セメントの例えば大きさの
違う粒子をかみ合わせることによってセメントがくっつくと、そういうような技術を応用しまして、米粉にもこれは
使えるのではないかということで、いろんなものを試して、そういう新しい米粉を使った腰のあるめんを生成したと
いう実績があります。この技術を北海道の函館のある会社が着目しまして、ここも建設業だったのですけれども、昨
今の公共事業の不振ということもありまして業種の転換を図る上で、北海道の農産物をうまく生かしながら、かつこ
ういった過去の建設業の技術を使えるということで業種の転換にもつながったという事例もありますので、本来であ
れば私なんかも行政視察でこういうものを見てくるべきだったのですけれども、気づいたものがつい最近でしたか
ら、今後ともこういうような情報も鋭意検討していただいて、砂川の新たな産品づくりにぜひ使えないものかどうか
ということで、こういった新しい技術を積極的に収集して取り入れていく考えがないとは言わないと思いますけれど
も、機会あるごとに働きかけてもらえないかというようなことを再々質問としてお伺いします。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長  井上克也君  ただいまがん検診の受診率の向上に向けて、砂川市立病院と連携をしていったらどうだと
いうお話でありますけれども、ご承知のとおり市立病院はがん拠点病院、医療機関でありますから、当然自覚症状の
ある方、これらの方々に精密検査を施したり、あるいは治療を施すという機関でありますし、市が行うがん検診はも
ちろん予防ということを目的にしております。双方その目的こそ違いますけれども、やはり市民の健康を守るという
立場では同じ立場にありますので、今お話ありました砂川市立病院では特にがんに対するいろんな講演あるいは寸劇
等で市民にそういった必要性の機会を設けていますから、それらの際には市が行うそういったがん検診の受診、これ
らのお話もしていただければというような形でお願いなりお話をして、そういった市民周知を市広報のみならず、そ
ういった市立病院の活動の中にも何とか取り入れていただけるようなお話をしてまいりたいというふうに考えてござ
いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長  是枝　喬君  議員から一つの事例として貴重なお話を伺い、この山口県の事例については私どももまだ
情報として持っていませんでした。今後十分に情報の収集、さらには米粉の部分では多分先進的だと思うのですけれ
ども、新潟県の新潟製粉という公企業がございまして、これが管内では早く取り組んだ美唄市と連携をしながら進め
ているというお話もございます。そういったもろもろのお話も含めて、機会あるごとにそれらの対応する場において
の研究課題として市としても受けとめていきたいと、このように考えます。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　（登壇）　それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきたいと思います。
　私の質問事項は、市営住宅、改良住宅、いわゆる公営住宅の関係についての質問でありまして、以下順に従って質
問させていただきます。市内には１４の地区に分かれました市営住宅がありまして、その入居可能戸数、これは市営
住宅で７９８戸、改良住宅で５７０戸、合わせて１，３６８戸を数えるところになっております。以下、便宜上、改
良住宅、市営住宅ということで、これをあわせまして公営住宅という形で質問をさせていただきたいと思います。こ
の公営住宅という定義でありますが、住宅に困窮する低所得者のために安価な家賃で住宅を供給する、このことを目
的に建設された公共の共同住宅ということは言うまでもありませんが、これらのことを、その観点を念頭に据えて、
次のことについて伺います。
　まず、（１）番目でありますが、公営住宅の入居に際し公募を行っております。現在の入居待機者数、入居を希望
される方でありますが、非常に多くおられるということでお聞きしておりますが、一番近い数字、この部分で待機者
世帯数がどれだけおられるのかということをまずお伺いしておきます。



　括弧の２番目でありますが、市のホームページに掲載されていたところによりますと、市内各公営住宅によって抽
せんの方法が異なるということで記載されておりましたが、どうして違っているのか、その点についてその理由をお
伺いするものであります。
　３つ目でありますが、砂川の駅東部に建設された三砂ふれあい団地におきまして、一部の間取りの部分であります
が、公募していないといった単身者の方から苦情、またご意見等々を受けているわけですが、その公募をしていな
い、その理由についてお伺いするものであります。
　括弧の４番目では、公営住宅退去時のその対応についてですが、一部入居者の責による住宅の破損、こうは思えな
いような修繕の請求があるように聞いております。退去時に入居者が支払うべき修繕箇所を市としてどのように査定
しているのかお伺いいたします。
　続いて、括弧の５番目でありますが、過去的に市理事者の答弁によりますと、建てかえが決定している石山団地、
また吉野団地、こういうところがあったわけでありますが、それらの公営住宅から退去する場合においても修繕費用
を徴収し、他の公営住宅の修繕費用に充当するとしております。通常であれば、修繕費用というのは、その住宅を修
繕するために徴収するものでありますけれども、これを他の公営住宅の修繕費用に充当するというふうにしている、
その根拠といいますか、各種法令等に照らし、これが妥当な判断と考えているのか、お伺いしたいと思います。
　括弧の６番目では、公営住宅退去時の修繕箇所の査定に際し、原状回復を原則としているというふうに予測すると
ころであります。私が考えるところのいわゆる原状回復のこの原状とは、借りた当初の部屋の状態に戻すことを指す
のではなくて、例えば借りた方が後から棚をつけただとか、間仕切りをしただとか、押し入れを改造して、そういっ
たクローゼット的なものにしただとか、そういったさまざまな手を加えたものについて、それらを取り除いたり、ま
たはもとに戻すなど、そういったことが原状に回復するという解釈だと私は考えておりますけれども、市としてこの
原状回復という、その解釈をどのように考えておられるのかをお伺いするものでございます。
　続きまして、括弧の７番目であります。公営住宅退去時に客観的に推察したときに極めて通常損耗と思われる汚れ
や傷、この通常損耗でありますけれども、この定義というのはごく普通、いわゆる一般常識的にの話でありますが、
住居用として使い、経年的に劣化したと思われる傷みや汚れ、または傷、これらを指します。これがいわゆる通常損
耗の定義でありますけれども、これらの通常損耗と思われる汚れや傷、それに至っても修繕の費用を徴収されてい
る、こういう実態があると私は聞いておりますが、それはなぜなのかお伺いします。
　続いて、最後の括弧の８番目でありますが、仮に修繕費用が後に過剰徴収、そういうふうにわかった時点で、いわ
ゆる借り主といいましょうか、退去者ですね、この方に対する返還の考え方についてをお伺いし、私の一般質問の１
回目とさせていただきます。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長  西野孝行君  （登壇）　大きな１の（１）、公営住宅における現在の入居待機世帯数についてのご質問
にお答えいたします。平成２０年２月末現在の待機者数は、市内での待機者数が３２世帯、市外での待機者数１７世
帯で、合計４９世帯となっております。
　次に、（２）の公営住宅の入居時における抽せん方法についてお答えいたします。公営住宅の入居者の決定は、以
前より建てかえ住宅の場合を除いて市営住宅と道営住宅では入居者を決定する方法が異なっております。市営住宅
は、随時団地ごとに申し込みを受け付けており、空き家が発生しましたら、修繕工事が済み次第、受け付け順により
入居のご案内をしております。道営住宅は、空き家が発生しましたら、その都度広報すながわ、市ホームページで公
募をし、応募者が複数の場合は抽せんにより入居者を決定しております。したがいまして、市営住宅と道営住宅では
入居者決定に関する手法が異なっておりますことをご理解願いたいと存じます。
　次に、（３）の三砂ふれあい団地の公募に関する苦情についてのご質問にお答えいたします。市営三砂ふれあい団
地１号棟は、石山団地、南吉野団地及び吉野団地の建てかえ団地として建設したものであり、法令の定めにより当該
団地の方々が特定入居者として優先的に入居できる団地であります。したがって、特定入居を希望する方がいない場
合においてのみ一般公募をし、抽せんにより入居者を決定することとなるものでございます。また、単身者は１ＬＤ
Ｋ、家族数が２名以上の世帯は２ＬＤＫまたは３ＬＤＫへ入居していただく基準を設けて建設をしておりますが、ご
質問の苦情の件につきましては高齢単身者の方からの入居希望のご照会でありましたが、現在１ＬＤＫに空き家が発
生していないため、一般公募は行っていない旨ご説明したものでございます。しかし、世帯向けの２ＬＤＫに空き家
が発生し、特定入居を希望する方がいなかったため、広報すながわにより一般公募を行ったことから、誤解が生じた
ところでございます。説明不足に起因するものであり、今後においては内容説明に誤解が生じないように努めてまい
りたいと存じます。
　次に、（４）の退去時における修繕箇所の査定についてのご質問についてお答えいたします。入居者が退去する場
合、家具及び荷物をすべて出した後で退去者、管理人、立会人の市職員等が各部屋を見ながら破損または汚した部分
について相互に確認し、査定をしており、入居者の責めにより破損したものがあった場合は入居者、管理人、立会人
がそれぞれ同意、承認のもとで弁償金を負担していただいております。なお、入居者に負担していただくのが適当で
はない経年劣化した場合等の壁や床などの経費については、市が負担しているところであります。
　次に、（５）の建てかえ計画が決定している公営住宅から退去する場合の修繕費用徴収の考え方についてのご質問
についてお答えいたします。最初に、砂川市営住宅管理条例第２０条及び第２２条は、入居者の原状回復の義務とこ
れに要する費用を賠償する規定となっておりますが、必ずしも徴収した弁償金を当該住居の修繕費用に充当しなけれ
ばならないものではなく、住居に損害を与えたことに対する弁償金として負担していただくものでありますので、ご
理解いただきたいと存じます。ご質問ありました建てかえ事業に伴って退去する場合の弁償金の取り扱いについて
は、建てかえ計画により住民説明会後に退去する場合は北海道営住宅建替事業等実施要綱の修繕義務の免除規定に準
じた取り扱いとしております。具体的には、解体するまで管理上支障の出るようなガラス、玄関ドアなどの破損など
限られた部分について弁償金として徴収することにしておりますが、現在進めている建てかえ事業においては住民説
明会後の平成１５年９月１０日以降は該当事例もなく、弁償金を徴収した事例はございません。
　次に、（６）の退去時の修繕箇所の査定における原状回復の解釈についてのご質問にお答えします。原状回復と
は、すべて入居時の建物の状況に戻すことではなく、日常の生活による通常の使用によって生じる程度の汚れ、破損
については原状回復の義務はないものと解釈しております。過去の判例に基づき、平成１６年２月に国土交通省住宅
局から原状回復をめぐる一般ルール等を定めたガイドラインが示されており、以後ガイドラインに沿った運用を行
い、トラブルの未然防止に活用しているところであります。
　次に、（７）の通常損耗と思われる汚れや傷の修繕費用の徴収実態についてのご質問にお答えします。通常の損耗
とは、通常使用に伴って生じる畳やクロスの変色、フローリングの色落ちなどでありますが、いずれも弁償金の対象
としておりません。故意、過失や通常の使用に反する使用など入居者の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等であ
れば、弁償金を徴収しているところであります。
　次に、（８）の仮に修繕費用が過剰徴収とわかった時点での返還の考え方についてのご質問にお答えします。退去
時における修繕箇所の確認は、弁償金が過剰徴収とならないように入居者と管理人、立会人が相互に同意、承認を行
い、退去する入居者より書面による報告書の提出を受けております。また、入居者間の公平を期すため、弁償金は同
一基準、考え方で査定をしており、入居者から同意を得て納入していただいているものであります。過剰徴収により
返還金が生ずる場合は返還をいたしますが、ただし弁償金の算定において数量計算に間違いがあるといった場合等に
限られるものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。



〇一ノ瀬弘昭議員　それでは、２回目の質問をさせていただきたいと思います。るるご答弁いただきましたけれど
も、質問に際しまして参考にすべくダミー的な質問もあったわけでありますけれども、待機世帯数については近年で
は減少傾向にあるのかなということを思っております。恐らく、数年間ずっと見てきましたら、六十数世帯から７０
世帯ぐらいの方が、これは合計しましてですね、市外、市内合計しまして６０世帯から７０世帯の方が待機していた
という現状から見れば、４９世帯の待機者または世帯ということで、大分減ってきたのかなというふうには率直に思
っております。
　また、（２）番目では抽せん方法の関係でありますが、これにつきましては道営住宅、また市営住宅ということで
違ったということでありましたので、これは建てかえ住宅等々もありますので、そういう関係だと思っています。
　３番目につきましては、建てかえ住宅である、いわゆる三砂ふれあい団地ですけれども、中心市街団地というふう
に当初言われておりましたけれども、それは仮称でありますけれども、この関係で単身者世帯が入居できる１ＬＤＫ
の関係、これは現在空き家が発生していないということで公募をしていないのだと、そういうことだと思います。結
局あいていない状況のもと待機者をむやみにふやしていくというのは、やっぱりいかがなものかというふうに思うも
のですから、それはそのとおりだと思います。また、２ＬＤＫの部分につきましては公募したというふうにお聞きし
ているのですけれども、私ここでなぜこの三砂ふれあい団地というところをクローズアップしてきたのかということ
なのですが、実はここ建てかえ団地という特殊性もございまして、非常に高齢化した住宅という形になりつつあるの
かな、またはそういう形になっているのかなということをちょっと心配しているのです。今後やはりさまざまな少子
化または高齢化という、こういう状況がどんどん進行していく、そういうときにやはりお年寄りがお年寄りの見守り
をする、またはお年寄り同士の助け合い、これもなかなか厳しいものがあるのかなというふうに思うものですから、
やはり望ましいのはバランスよく世帯世帯ごとの、若い世代の方も入居し、または高齢者の方も入居しというよう
な、そういうバランスのことを私ちょっと心配したものですから、やはり見守り、またはそういうことに基づいてそ
ういうことが必要でないのかなということで思ったから、質問したわけであります。
　これについては、今後恐らくどんどんあいてくると思いますので、建てかえ、一段落したのだと思うのです。結局
は、単身者の１ＬＤＫを除き、２ＬＤＫの部分については、代替の住宅といいますかね、そういうところでは希望が
なかったので公募したという実績から見ても、恐らく一定程度はおさまったというふうに私は思っているのです。で
すから、今後そういった空き家が出てきたら、公平性を期す部分では、やっぱりそれは年齢構成どうのということは
言えないと思います。だけれども、そういうことも勘案しながら考えていっていただきたいなというふうに思ってい
ます。
　それと、５番目の修繕費用の関係なのですけれども、弁償金扱いということになるので、必ずしも建てかえでな
く、建てかえの関係もそうですけれども、修繕をしなくても弁償金として受け取れるのだということで、平成１５年
の９月１０日以降はないということだったかと思います。この辺余り深く触れませんけれども、その触れない理由は
後からちょっと説明するのですけれども、過去にはやっぱりこういうこともあったでしょうし、１５年９月１０日以
降はないということなのですけれども、この６番目とも７番目とも非常に絡んでくるものですからあれなのですけれ
ども、６番目のことでいいますと原状回復のところですけれども、過去的にはこれあったのですよ、かなり。６番目
も７番目も、これさっきも言ったように同じような内容も絡んでくるのですけれども、通常損耗とか、ここら辺ちょ
っとまとめさせていただきますが、通常損耗であっても取られていたという現状は昔はあったのです。ただ、私今こ
のご答弁を聞いていて思ったのは、多分２００５年の１２月に最高裁でいわゆる敷金の返還請求の関係で原状回復の
特例、これが有効かどうかということで争われた最高裁のあれでは、通常損耗の修繕費用は家賃に含まれているの
で、その部分は徴収しないよ、だめだよということできちっとされたものですから、それを受けて恐らくは、先ほど
何と言いましたか、原状回復をめぐるそういったトラブルを未然に解決するためにガイドラインに沿って、国土交通
省のガイドラインに基づいて行っているということなので、１６年以降についてはそういったことで行われていると
いうことなものですから、私は安心しているところであるのですが、過去的なことを蒸し返すといいますか、そうい
うつもりは全くないわけで、また８番目の質問の答弁によっても数量計算に間違いがあった場合に限って返還すると
いうところは、前からはちょっと変わってきたのかなという気しているのです。
　これ実は、１回目のこの質問のときにも詳しくは言わなかったのですけれども、（５）番目のところで過去的にと
いうのは、これ平成１５年の議会での話であります。私に対する答弁ではないのですが、いわゆる建てかえが決定し
ている公営住宅から退去する場合、修繕費用をいただくのだけれども、実際には直さない、修繕しない。だったら、
返還したらいいのではないかということがあったのですけれども、いやいや、そうではないのだと、公営住宅は市の
とりあえず持ち物といいますか、管理物件でありますから、たとえその部屋を直さないにしても、他の公営住宅の修
繕費用に充当するので、返還はしないのだというご答弁をいただいているのです、議事録で見ましたら。そういうこ
ともあったものですから、今どういう考えのもと行われているのかなということを思って、今も変わりはないのかな
というふうに思ったものですから、質問させていただいたわけなのですが、現在はそのガイドラインに沿って適正な
形で行われているということで私も理解したところなのですが、全体含めて、私ちょっと１点まず質問させていただ
きたいのは、この４９世帯の待機者の方なのですけれども、この方々を早くに、あいた時点でなるべく早い時期に入
居させてあげるということが今後必要なのでないかなというふうに思うのです。
　これ私の調べによりますと、例えば入居者が退去いたしました。そうしますと、手続上のこともあるのでしょう、
これを修繕し、新たな方を抽せんまたは順番、そういうことで入居していただくまでというのは、これ２カ月から３
カ月間かかっているのですよね。これはなぜかというと、修繕する方の忙しさといいますか、そういうことでなかな
か間に合っていっていないというふうに私聞いているのです。ですから、例えば通常の転勤時期、そういったものを
除けば今までのやり方で恐らくいいのではないかなというふうに思うのですが、まさにこの時期です。この３月末ま
たは４月ということで、転出、転入、転勤、そういったことで入れかわりが通常の月よりある、こういう時期にある
のだと思うのですけれども、そういうときに何かしら、例えば修繕をする業者の方をふやすだとか、そういう形で一
刻も早く、例えば今まで１つ終わったら、次１つのところを修繕し、またそこが終わったら次のところを修繕すると
いうサイクルできていると思うのです。それを２つ同時にかかることによって、それが２倍のスピードで入居できる
と思うのです。そういったようなふうに改善していけば、この４９世帯、ただいま待っている方がおられるそうなの
ですが、この方を早く入居させてあげることもできると思います。
　なぜかといいますと、これ２カ月も３カ月もあけると、やはり市としてもその分家賃収入といいますか、ないわけ
ですよね。入居者側としてみても、２カ月、３カ月というのを本当は生活に困窮しているにもかかわらず民間のアパ
ートの高いところで借りなければならない。そういうふうになると、市側にとっても入居希望者にとっても、どっち
にとってもこれマイナスだと思われるのです。ですから、そういったことで、この２カ月、３カ月後の入居というの
を早めれないのかな、そういう手法というのは私がお示ししたことがいいのか、それとももっといい方法があるのか
もしれませんし、その辺を検討していただけないのかなということで、２回目にお伺いしたいなというふうに思いま
す。
　いずれにいたしましても、私この市営住宅、改良住宅、これをあわせて公営住宅というふうに私は呼んでおりま
す。というのは、市が管理するものでありますから、そういうふうに呼ばせていただくのですが、以前とは随分と変
わってきたな、良心的だな、良心的に変わってきたのだなというふうに思っているのです。というのは、先ほどおっ
しゃっていました原状回復のトラブルに関するガイドライン、これ国土交通省から示されていて、６００円の冊子で
はなかったかなと思われるのですが、これは恐らく民間向けに発行されているのが主なものだと思われます。これと
いうのは結構厳しい規定になっておりまして、それをもとにされておりますというか、軸にされているという公営住



宅の管理、またはその扱いですね、もとにされているということは、これ先進的な事例かなというふうに私は正直思
っているものですから、以前とは随分変わってきたなということで、私これ随分と資料もさまざま判例とかいろいろ
調べてきたのですけれども、１回目で確認しておきたい、または意思統一しておきたい原状回復の問題、または先ほ
ど言いました通常損耗の関係、これをちょっと意思統一しておきたかったものですから、質問させていただいたので
すが、以前と変わった答弁がされたものですから、私は最後１点だけ、先ほどお伺いしました１点だけ質問させてい
ただきまして、２回目の質問を終わります。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長  西野孝行君  入居世帯数が４９世帯おられると、その解消方策いろいろ工夫したらどうだというような
ご質問かと思います。二、三カ月かかっているというのは、多分特殊な例だと思います。修繕箇所が非常に多いです
とか、そういうような事例をおっしゃられたのかなというふうに思います。道営住宅につきましては、空き家が発生
してから広報で募集をすることになるのです。ですから、いわゆるタイムロスというのかな、そういうものがどうし
ても出てきてしまいます。それで、道営住宅については、空き家が出たのだけれども、いわゆる公募をして抽せん会
を行うという、そういう日程になりますので、どうしても待機期間、空き家期間が延びてしまうと、タイムロスが出
てしまうというようなことがございますけれども、市営住宅の場合は通常はいわゆる登録方式、受け付け方式でやっ
てございまして、通常は二、三週間、せいぜい二、三週間で修繕が終わっているということでございますので、長期
間待機するという状況にはございませんし、それから４９世帯待機者がおられるわけなのですけれども、特定の団地
に集中をしているということなのです。どちらかというと新しい団地に待機者が集中をしておりまして、東町団地で
すとか宮川中央団地ですとか、そういうところには最近は長期間の空き家も出てきているのです。ですから、急ぎ、
急いで入居したいという方に対しましては、すぐ対応できるというような状況にもなっております。その辺ご理解い
ただきたいと思いますし、待機、入居希望者が殺到した場合、修繕業者をふやしたらどうだということについては、
それは状況を見ながらそういう手法も必要な場合には考えたいというふうに思います。
　それから、ご質問ではないですけれども、いろいろお話ございましたけれども、１つに三砂のふれあい団地の関係
で、若い世帯が入れるようなことを考えていくべきではないかと、バランスを考えていくべきではないかというよう
なお話でございました。これは、私どもも当然設計段階から考えてございまして、いわゆる建てかえ団地でございま
すから、その補助金の補助制度の中での特定入居、団地内から入られる方の特定入居の世帯人員数に合わせて住宅を
提供していかなくてはならぬというのが、これは本来的には原則として守っていかないとならぬのです。だけれど
も、許される範囲でなるべくファミリー向けの住宅、将来の入居世帯の構成バランスというものを考えまして、なる
べくファミリー向けの家族数が多い世帯が入れるような、そういう住宅をなるべく多く供給をしたということでござ
います。それで、さきに１回目のご答弁でも申し上げましたけれども、２ＬＤＫで空き家が出たと、一般公募したわ
けですけれども、結局若い世帯が入居されました。これから空き家が出てくることになろうかと思いますけれども、
そういった若い世帯が入られる、そういう可能性もふえてくるのだろうというふうに考えてございます。
　それから、通常損耗の関係、これは議員さん百もおわかりの中でご質問をされておるわけで、公営住宅の家賃の決
定方法は、これは公営住宅法で決まっておって、弁償金の考え方も違っているのだと、そういうことをおわかりの上
でのご発言だと思います。私どもはそういう中で、１６年以前も私どものやり方はそれなりの正当性があったわけで
すけれども、１６年以降は、ガイドラインが出た以降は国土交通省のそれに基づいて進めているというふうなことを
ご理解いただきたいというふうに思います。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　るるご答弁いただきまして、待機者の関係のご答弁もいただきました。これについては私常に業
者をふやしてということを言っていたわけではなく、やはりこういった転出とか転入とか、そういったことで殺到す
る時期、恐らく３月、４月だと思うのですが、そういったときにということでお話ししたのですが、そのような場合
には必要な場合にそういったような措置をしていただけるということでご答弁いただいたものですから、これはその
ようにしていただけるものと私承知して終わりたいわけですけれども、最後に１つ、私の質問でない部分でご答弁い
ただいた部分なのですが、２ＬＤＫに空き家が出た関係で若い人が入ったということで、非常にこれ喜ばしいことだ
なというふうに思っております。これが市外の方であればより、砂川市に来ていただいたということであればよりい
いのかなというふうに思うものですから、今後例えば先ほど１回目のご答弁の中で市内で３２の世帯の方が待機して
いる、また市外であれば１７の世帯が待機しているというご答弁をいただいておりますが、今後なのですけれども、
これ検討課題といいますか、そういうことになろうかと思うのですが、例えば今現状では世帯２名以上のといいます
か、親族を対象とした、そういった世帯を対象とした住宅が一般的にされておりまして、そんな中で別枠としまして
老人世帯とか、または単身者世帯とかという形で区分といいますか、その枠が設けられているのではないかなという
ふうに思うのです。
　それが現状なのですが、これ例えば新たに、先ほど２回目の答弁の中だったでしょうか、特定の団地に集中してい
る、一定の住宅、または長期間空き家になってしまう住宅もあるということでご答弁いただいたのですが、こういう
ところを活用しまして、市外の方というのは恐らく、ちょっとこれは推測の範囲なのでわかりませんけれども、お車
をお持ちの方とか、そういう若い人であれば比較的車も持っていられたり、交通の利便性が悪いところであっても入
居してもいいのだという方もおられるかもしれませんので、そういうところに新たに市外の方向けといいますか、市
外の方が入居できるような、そういう枠も設置できれば、今まさに市長が行っている移住、定住の関連もあるかと思
いますし、また砂川は近年どんどん、どんどん人口が減っていっているということが叫ばれておりますので、そうい
ったことにも歯どめをかけるといいますか、そういった意味からも、今そういう必要な時期に差しかかっているので
はないかなというふうに思います。これも一概にそうしたらいいのでないかと言っても、条例の関係もあったり市営
住宅のあり方という問題もあって、なかなか難しいのかなというふうには思いますので、これは次期の検討課題とい
いますか、うまくそういうのを利用できればなという、その思いの中からお話をさせていただいていることなので、
ぜひともご検討いただければより、今行っているさまざまな施策あって、移住、定住ということにも取り組んでおら
れますけれども、さらなるプラスの効果が得られるのではないかなというふうに思うものですから、お話しさせてい
ただきました。何もなければ、それで結構です。もし何かあれば、お聞かせいただければと思います。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長  西野孝行君  ご提言ですので、法令的に、法令、制度的に認められるものかどうか含めて検討させてい
ただきたいと思います。
〇議長　北谷文夫君　午後２時まで休憩します。
休憩　午後　１時４８分
再開　午後　２時００分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。
　休憩前に引き続いて一般質問を続けます。
　中江清美議員。
〇中江清美議員　（登壇）　それでは、ただいまから一般質問させていただきます。
　今回は、病院問題に限って一般質問させていただきます。今年度から着工する病院建設については、市民の皆さん
も期待しているところであります。今道内の自治体病院では、診療科を減らしたり医師、看護師の確保に苦労した



り、また病院そのものが存亡の危機に直面しているところもあり、地域医療の崩壊が発生していることを考えます
と、手放しでは喜べない心境にもなります。しかし、地元に設備の整った病院があることほど心強いものはありませ
ん。市民が安心し、信頼して受診できる病院としての機能を一層高めてもらいたいと思っています。以下、次のこと
について伺います。
　１点目として、市民から、手術を終えた後短期間で退院を告げられる。患者本人としては、特にひとり暮らしの場
合退院後の日常生活の計画を考える日程も考慮してもらいたいという声や救急車で搬送して診療を受けるが、入院さ
せてもらえず、自宅に戻るが、またぐあいが悪くなり救急車を呼ぶということもあるという話もあります。最近この
ような声を聞くことが多いのですが、病院としては患者さんが納得できるような対応ができないものなのかを伺いま
す。
　２点目には、高齢者が受診される場合、特に痛みの場所を的確に伝えられないということが多いと思います。そう
いう患者の診断においては、十分な時間をかけて診察することが必要ではないかと思いますが、その考えについてを
伺います。
　医師に、３点目については、医師に対する患者からの意見というのが集約されているのかについてお伺いして、１
回目の質問といたします。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　奥山　昭君　（登壇）　大きな１番の病院問題についてご答弁申し上げます。
　（１）の入院に関するご質問ですが、当院は地域の基幹病院として１次医療から２．５次医療まで担っているとこ
ろでありますが、国や地域医療機関からは高次の医療を求められているところであります。このことから、急性期を
担う病院として認知され、重篤な患者さんの占める割合が多くなっている状況にあります。もはや一病院ですべての
医療を行うのではなく、医療機能の分担と連携によって切れ目のない質の高い医療を提供することが求められている
ことから、地域連携を強化しているところでもあります。当院の治療終了後は、本人や家族の了承のもとに、在宅あ
るいは適切な医療機関をご紹介するなど退院後の在宅療養支援や転院支援等を行っているところであります。なお、
継続して治療が必要な場合は、期間にかかわりなく入院で治療に専念いただいているところでもあります。
　また、救急車で搬送いただいた患者さんの件でありますが、昨年１月から１２月までの救急車搬送件数は２，３８
３件であり、そのうち入院となった方は１，１０１人で、搬送された方の４６．２％が入院している状況にありま
す。救急で外来を受診された後の措置は、病状によって医療上の入院の要否を医師の診断により決定し、入院が必要
と判断された方には説明を行い、入院していただいているところであります。ご質問の案件は、説明の意図が十分に
伝わらなかったことによるものが大きいものと考えますので、説明の内容が正確に伝わるように努めてまいりたいと
存じます。
　次に、（２）の高齢者に対する十分な診察時間の確保に関するご要望についてですが、初めて受診される際には、
各外来において問診票に体の状況を記入していただき、次に看護師が詳細をお聞きしております。医師は、診察でそ
の問診票をもとに本人や家族から再度聞き取りを行った上で、適切な診察を行っているところでありますので、ご理
解を賜りたいと存じます。
　次に、（３）の医師に対する患者からの意見の集約についてでありますが、医師はもちろんのこと、病院の全職種
が患者さんの声を聞くご意見箱を平成１６年から設置したところであります。ご意見箱に、ご意見につきましては、
維持課で集約した上で担当部署や担当職員に配付し、その回答を２階の中央ホールに掲示しているところであり、ど
のようなご意見やご要望や励ましがあったのか一覧できるようにしているところであります。また、このほかに、職
員には院内イントラネットによりこれらの情報を共有し、ご意見をいただかなかった部署にあっても他人事とするこ
とのないように努めているところであります。ご意見箱以外の声については、地域医療連携室で集約し、関係部署、
関係者に周知して対応を図っているところであります。
〇議長　北谷文夫君　中江清美議員。
〇中江清美議員　２２年度から新しい病院が建設、診療も始まるということで、今１次から２．５次の医療というこ
となのですが、実際には地域中核病院として高度な重篤な患者を扱うことが多いという局長のお話で、そういった中
で高度医療ということを盛んに言われるわけで、確かに高度医療も本当に必要で、今先ほどの武田議員のお話ではが
んのことにも触れておりましたし、そういったことでは、ただ高度医療ばかりを追求するとそれだけ大きなリスクも
しょわなければならない、そういう面もあるということで、やはり私が心配するのはこういう声が、１点目のお答え
の中には説明が十分でなかったと、退院に当たっての、そういうことをおっしゃられたのですが、何かしらすぐ病院
から早くに退院させられるという意識というのですか、そういうお話が結構聞かされるということで、それが高度医
療を行う病院としてそういう患者さんの在院日数、そのカウントが診療報酬に大きな影響を与えるということは私も
それはあるなというふうに思っているのですが、患者さんはずっと昔のように社会的入院と言われていたような状況
の中で入院していたいというわけではなくて、心構えとしていろいろな準備、ひとり暮らしの方が多いわけですか
ら、例えば整形なんかの初めて手術を受ける方もいらっしゃるでしょうし、そういう場合に帰ってからどう対応しよ
うかというような、いろいろな日常生活の設計とかもあって、そういうのを助けるために地域連携相談窓口というの
が設置されているのだと思いますが、そこまで相談に行くほどのことではないのですが、もうちょっと自分の気持ち
が落ちつくまでいたいという患者さんの願いというのが１つにはあるということなのです。
　それと、あと救急の先ほど２，３８３件のうち半数近く入院されているのですが、私ちょっと聞いた事例の中で昨
年のことですが、交通事故で夜８時に救急外来に受診して、足と顔面と口の中を切ってけがして、それから足から血
を抜くのに３時間かかったそうです。それで、顔面、口の中も三、四針縫ったということで、それで本人は当然入院
させてもらえるものだと思っていたみたいなのですが、夜中１２時、家に帰されたということなのです。それで、当
然切っているわけですから、氷で冷やさなければ、やっぱりはれたりなんかしているわけですから、そういうことで
夜中に知り合いのところに声をかけなければならないとか、やはり患者さんの生活というのは、夜中、普通一人暮ら
しの方が１２時に帰って、自分もけがしていて、きっと電話かけるのだって口の中切っているので大変だったと思う
のです。そういう場合に、例えば１日、２日泊まらせるというか、入院させて、そういうようなこともこういう高度
医療ということを追求していったら、そういう患者さんも受け入れることができなくなるのかどうか、その辺が大変
心配なところなのです。
　というのは、現在病院に行きますと、空きベッドというのが結構目につくのです。市民の方もそのことを言うので
す。素人考えでいえば、ベッドをあかせておくよりベッドを埋めるほうが収入には少しでもつながるのではないかい
うような素朴な疑問、そういう人が結構います。それで、病院としてベッドの使用率というのですか、それが現状ど
うなっていて、そしてまた経営上病院としては在院日数もまたこれ短縮もせざるを得ない状況なのかということで
す。その点をまず２回目にお伺いします。
　それと、あと高齢者の方を診察する場合に、私よく病院のことを質問しているのですけれども、また似たような事
例が、骨折のことですよ、やっぱり市立病院にかかったけれども、発見してもらえなくて、そして滝川の個人病院に
行って、即骨折がわかったと。何かそういうものを聞いて、そういうお話を伺っていると、すごく市立病院はそうい
う高度な器械もそろっている。そういう中でそういう診察の段階できちんと診断を受けられないという、そういう不
安というのはやはり今後の市立病院のあり方としては私はとてもマイナスになるのではないかなというふうに思うわ
けです。やはり患者さん本位の医療を目指す病院の理念から遠のくような感じでそういうお話を聞かなければならな
いというのは、すごく大変残念な気持ちになりますので、私がこうやって聞いた事例なのが特殊なのかどうなのか、
それと病院としてはこういうことがあった場合にどのように受けとめて、そういうことの事例が出た場合にどう対応



するのかということをお伺いしたいと思います。
　あと、医師に対する意見ということで言いますと、患者さんはなかなかお医者さんに対して意見を言うということ
は勇気の要ることだというふうに思うのです。それで、ご意見箱という形で意見を述べるような方もいると思うので
すが、私が聞いた中では数人の方が同じお医者さんの診察、それと言動に疑問を持って、そしてこれはその患者さん
は勇気を持って担当医をかえてもらったということなのです。それで、病状も新たにきちんと診断してもらって発覚
したという、そういう事例も聞いております。そういう声があったときに、やっぱりお医者さん、やっぱり同じお医
者さんの名前が挙がってくるということは、やはりそういったことに対する対応ということはその個人のお医者さん
に対して、やはり上の医者からの注意とか教育とか、そういったことがされているのかどうかということで、２回目
にお伺いします。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　奥山　昭君　今いただいたご意見もしくは事実の中で在院日数のお話がございましたが、在院
日数は特に減らしたとかそういう意味でなくて、医師の診療上の必要度において退院とかそういうのは決められます
から、それによって長い方、短い方がいらっしゃるということです。経営上のことだけを考えますと、事務方で申し
上げますと今よりも１日か２日置いていただきたいというようなことはございますけれども、それは結果としては患
者さんの費用負担が大きくなったり、社会的な入院とかということにもつながってまいりましょうから、そこのとこ
ろは診療上の必要度において医師が判断しているという、こういうことでございます。確かに空きベッドがございま
す。病床稼働率からいきますと、今のところで一番最近のデータですと一般のほうで７６．６％でございましたし、
精神科のほうにおきましても８０．２％というような状況でございますから、確かにあいているという状況はござい
ます。それについて事務方でどうのこうのということではなくて、患者さんの病態において入院、それから外来が決
められてくるということでございますので、その点はご理解をお願いしたいと、このように存じます。
　それから、先ほど骨折の患者さんのことでお話がございました。これは、私も昨年でしたか、お聞きしておりまし
て、その件については医局長を通じまして担当医師のほうまで伝達をしたと、こういうことはございます。ただ、骨
折というのは非常に難しい場合がございまして、当院で出なかった方が、失礼、他院でレントゲンには写らないと言
われたと、言われた方が逆に当院に来て写ったとか、移動の間でのずれというのが起きることがあるのだそうでござ
います。ですから、当院で出なかったが不満な方で他院で出たとか、そういうこともあるのかもしれません。もう一
つは、転倒したときの状況によりますが、本人が最初に痛いと言っていたところをドクターは診る傾向にあります
が、そこだけではなくて反動で他のほうまで影響があったとか、こういうこともあるやにお聞きしますので、大変難
しいのだなと。先ほどおっしゃっていましたが、痛みの伝達といいますか、こういうことがかなり難しいのであろう
と思っています。いずれにしましても、こちらのほうのドクターの対応が落ち度があるようなことがなきよう、これ
は前回のときもお願いを申し上げたと、こういうところにございます。
　それから、医師の意見、医師に意見を言うのには勇気が要ると、同じドクターが疑問、そういうような疑問が出る
のですという話でございます。担当医を変更するのは、これは病院としては構いません。それは、外来、入院とでも
同じでございます。患者さんのご要望に応じてそれはかえるということでございますので、これは申し出ていただき
たい。遠慮ばかりしていると、なかなか難しい面がありましょうが、そこのところは一言言っていただいて、患者さ
んのご希望に合うような形にしていければと思っております。
　それから、退院をちょっと延ばしてほしいとかという先ほどのお話がございましたけれども、それは患者さんが退
院のときに担当医師に本当は言えれば一番よろしいのでしょうけれども、これはなかなか、先ほどのお話ですけれど
も、言いにくいと、こういうことがございましたら、先ほども申し上げましたけれども、地域医療連携室というのが
ございます。ここのところをご活用いただいて、それで対応していけばよろしいのかなと、こんなふうに思っており
ます。当院のほうの地域医療連携室で昨年１月から１２月までの間で退院支援を行った件数でございますけれども、
６９０件ほどの実績を持っているところにございます。
　以上でございます。
〇議長　北谷文夫君　中江清美議員。
〇中江清美議員　本当にお医者さんでないので、事務局長が答えづらい面が多々あると思いながら伺っております
が、先ほど事例で言った例えば１２時に帰された人のような事例というのは今後も考えられるのか、その点に対して
は返答がなかったと思うので、その点もう一度確認のために。ただ、私はやはり、１５年度の在院日数見ますと１４
日なのです、平均在院日数が。それで、ベッドの使用率というのが８０超えているような状況で推移していたのです
が、局長のいろいろなお話を聞いていましたら、いろいろ議員さんの質問も聞いていましたら、患者数は入院、退院
とも減っていると、ただし収益のほうは診療報酬によって上がっているということなのですが、高度医療ということ
になると本当に、先ほども言ったようにリスクもしょわなければなりません。
　それで、私は、やはり地域のこれから高齢化に向かっていく中で、やはりこういうお年寄りの方たちも安心、本当
に心から安心できるようなやはり病院というのを望むわけです。市長の午前中のお話の中にも福祉、医療、そういっ
たことではそれを中心にした砂川のまちづくりということも言っておりますし、福祉というのは何かといったら、何
よりもここに住んでいらっしゃるお年寄りの方たち、そして今後我々もそういうもう時期迎えるわけですけれども、
そういう方たちが安心できるような、それでいて中核病院としての役割を果たすというのは、本当に両方の内容を備
えた私は病院というのを実は望んでいるのですけれども、そうでなければ、やっぱり市民は立派な病院が建ったけれ
どもという、けれどもというのがもしついたら本当に心の底から安心してというふうにはならないと、そういうふう
に思うので、本当にひとり暮らしの方々が多くなっている現状、そういう医療に携わるお医者さん方は診療だけで頭
いっぱいなのかもしれないのですが、入院のときには問診票、それから救急のときにも何らかの家族状況とかいろい
ろ聞くと思うのですが、そういう中での配慮というのですか、やはりその患者さんの背景というものも少しは考慮し
た内容の体制というのですか、そういう患者さんのバックにある生活状況もちょっと考慮した中で考えて、やっぱり
いただきたいものだというふうに思うのです。それでなければ、本当の安心したという形にはならないのではないか
ということなのです。
　それと、やっぱりベッド今７６％ですか、これではやはり今後においては、本当に事務方の方は普通８５％ぐらい
目指しているというお話も聞きましたし、そういう意味で事務方の方と、それから医療の現場と、そういう思いがき
ちんと風通しよくなっていないのであればすごく問題だというふうに私今お話伺っていて思っているのですが、その
辺で、退院、入院はそのお医者さんの診断によって決まるということはよくわかるのですけれども、その辺の先ほど
言ったそういう患者さんのバックにある生活も考慮した中で、やはり地域の方たちが安心して受けられる病院という
ことになろうかと思うのですが、そういう意味で難しいことを私は要求しているのかどうか、その辺をお聞かせいた
だきたいと思いますし、また高度医療を行う病院として、最後ですから、私たちが知らない中で苦労されている問題
があるのであれば、それといろいろ取り組んでいる内容があるのであれば、最後ですので、ちょっとお伺い、その辺
を局長のお答えをいただきたいなと思っております。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　奥山　昭君　１２時に帰された人の事例で、そのまま入院できないかというお話ですけれど
も、かなりの難しさがあるのは、１２時ぐらいになりますと入院している患者さんはもう既にお休みになっていらっ
しゃいます。そこのところにもし搬送ということになりますと、その方たちの安眠をやっぱり妨げるとか、そういう
ことになりますので、入れる場所がかなり限定されてくると思います。救急のところにお休みいただくとか、もしく
は別の方法を考えねばならないであろうと、こんなことでございます。ですから、現在入院中のところに即というの



は、かなりの難しさがあるなと思います。ただ、これにつきまして、今生活上の配慮を求められているところでござ
いますので、伝えますが、患者さんのほうもそのときにできればおっしゃっていただいて、そういうことが可能なと
きがあるやもしれません。そこのところは探ってもらいたいし、私のほうもそれを伝えてまいりたいと、このように
思います。
　それから、１８年度の在院日数は、確かに１４日とかすごく短かったのでございますけれども、最近の１９年度の
状況では比較して１日ぐらいずつ延びてきている状況にございましたので、この辺のところではまあまあ安定してき
たのかなと、こんなことを思っています。
　それから、誤解あっては困りますので申し上げますが、事務方と医師といいますか、医療方の風通しが悪いとい
う、そういうことはございません。診療者会議等で話というのはすべて出しておりますし、私たちが思うのは、先ほ
ど申し上げたのは、こちらのほうでは経営上考えるともうちょっと長く欲しいよということでございまして、それが
ドクターのほうが逆にそのまんま受け取られてしまったら、これは大変なことになりますから、ドクターのほうはち
ゃんと医療上のことでやっているよというふうなことでございますので、そのやりとりというのは確かにあります
が、それが風通しの悪さということではございませんので、誤解のないようにお願いしたいと存じます。
　いろいろ難しいことがありますし、患者さんのご要望もいただきます。それにつきまして、ドクターに関連するも
のはすべてドクターのほうにお伝えしていますし、ドクターに対する苦情とか感謝の投書もございました。これにつ
いては、昨年の集計でもらったのは苦情が１７件、感謝の言葉が１３件ということでございますので、もうちょっと
感謝の言葉があるとうれしいのでございますけれども、現在はそのような状況にございます。
　それと、最後に今取り組みというお話がございましたので、最近のお話をちょっと申し上げます。実はあすでござ
いますけれども、ゆうにおきましてがんに関する市民講座というのを市立病院のドクターと地域医療連携室で行いま
す。６時半からでございますけれども、１時間程度で大腸がんについてのお話をさせていただきたい。これでがんの
お話は４回目になりますが、市立病院のほうでもいろいろな機会を通じて、患者さんにお役に立てるような情報を提
供していきたいと、このように思っているところでございます。

　　　　◎延会宣告
〇議長　北谷文夫君　本日はこれで延会します。
延会　午後　２時３２分


